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資料１

 

個人の遺伝情報に応じた医療の実現プロジェクト 
ＥＬＳＩ委員会（第２１回） 

議 事 録 

 

 

１. 日 時  平成１８年６月２７日（火）１６：００～１９：００ 

２. 場 所  （財）日本公衆衛生協会 ３階会議室 

３. 出席者 

   （委 員）丸山委員長、阿部委員、上村委員、加藤委員、栗山委員、田村委員、 

森崎委員、横野委員、吉村委員 

   （文部科学省）池田企画官他 

   （事務局）(財)日本公衆衛生協会 

   （オブザーバー）東京大学医科学研究所（プロジェクト事務局） 

４. 議事概要 

【丸山委員長】  では、時間が来ましたので、ただいまより第２１回のＥＬＳＩ委員会を開会したいと

思います。本日もご多忙のところお集まりいただき、ありがとうございました。 

 本日は、宮田委員が欠席だということで連絡を受けております。では最初に、以前からプロジェクト事

務局にお願いしておりましたプロジェクト内部用のホームページの閲覧が、部分的にですが、可能になり

ました。後ほどプロジェクト事務局からパソコンを使って内容を概略ご紹介いただきます。 

 では、これについてですが、きょう、資料３に入っております活動報告書の中で５ページのところです

ね、ＥＬＳＩ委員会から推進委員会へ助言・提言するというところで、「インフォームド・コンセントに

ついて」というところで最後のパラグラフですが、「知的財産権の説明については、協力医療機関への訪

問調査において、患者・試料提供者に対して必要な説明はなされているものの、改善の余地があるように

思われた。また、ＭＣにとってはうまく説明することが難しく感じられているように見受けられた。知的

財産権の問題については、ＭＣ講習会やＭＣ用ホームページなどＭＣに対する情報提供のあり方も含めて、

今後ＥＬＳＩ委員会において、必要に応じて講習会講師も交えて、さらに検討し、具体的な提言を示すこ

とにしたい」というように言及をしたり、それから、その上のところでも、「インフォームド・コンセン

トについて」の２行上のところですが、「ホームページの充実」というところに、これも含めて提言をす

る、あるいは検討するというふうに書いておりますものでありまして、その閲覧をこれまで要請してまい

りました。それから、豊島推進委員会委員長へは私のほうから閲覧をお願いするということを既にしてお

ります。 

 プロジェクト内部用のホームページにつきましては、プロジェクトのほうでセキュリティレベルが２で

あるということで、閲覧のみの扱いにしてほしいということであります。それから、ＭＣの生の声がおさ

められている部分については現段階では非公開としてほしいというようなところ、プロジェクト側との関

係なり資料の取り扱いについて留意事項ということで挙げられております。 

 そんなところでよろしいでしょうか。 

【事務局】  はい。 
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【丸山委員長】  では、配付資料につきまして事務局のほうから確認をお願いします。 

【事務局】  （配付資料の確認） 

【丸山委員長】  はい、ありがとうございました。不足ございませんでしょうか。では、本日の議題に

入りたいと思います。 

 まず最初、議事の１で「議事録の確認」につきまして、これも事務局からお願いいたします。 

【事務局】  資料１につきましては「第１９回ＥＬＳＩ委員会議事録」でありまして、各委員の先生方

にご確認いただきまして「案」を取ってございます。また、前回のＥＬＳＩ委員会の議事録につきまして

は、修正等ございましたら、７月１０日までに事務局までご連絡いただきたいと思います。 

【丸山委員長】  ７月１０日までに、加筆、訂正等があれば、事務局へご連絡いただきたいということ

でございます。よろしいでしょうか。 

 では、続いて議題の２に行きたいと思います。武藤委員が、信州大学の所属から、信州大学のほうは今

年度いっぱい続くようでありますけれども、６月から東大医科研の助教授になられましたので、その関係

で委員を続けることができないということで、委員構成が変更になりました。この点について事務局のほ

うから説明いただければと思います。 

【事務局】  （資料２「ＥＬＳＩ委員会委員の変更について」の説明） 

【丸山委員長】  はい、ありがとうございます。根拠としましては、設置要綱に、構成としまして「Ｅ

ＬＳＩ委員会委員は、プロジェクトのＥＬＳＩに関する検討について必要と認められる分野より、プロジ

ェクト実施機関に所属しない者から文部科学省が指名する」とありますので、東大医科学研究所はプロジ

ェクト実施機関ということになり、半ば自動的に委員としての適格を失うという形で、ご本人からも辞意

が表明されましたので、それに従いまして５月末までということで、６月からは委員でなくなるというこ

とになりました。よろしいでしょうか。 

【森崎委員】  規程上から、この変更はある意味で当然の措置であるとは思うんですけれども、この委

員会の活動の中で、武藤委員と、それから前年度おやめになった掛江委員が中心になって、ある意味、ア

ンケート調査等はまだ手がついたところではないかという理解をしているのですけれども、その辺につい

て、委員会の活動の――これはもちろん時限で、プロジェクトももう先が見えている状況ではありますけ

れども、どのように委員会の活動を維持していくか、委員として活動できないのはある意味で当然、仕方

ないことではあるにしても、その考え方をどういう形で委員会として維持していくのかということについ

ては、資格がなくなったからやめましたというだけでは済まない問題もあるのではないかと思うんですけ

れども、その辺、いかがでしょう。 

【丸山委員長】  それは私のほうの心構えを。 

【森崎委員】  そうですね。委員長のお考えと、あと、事務局はもちろん、規程に従ってそうされるし

かないと思うのですけれども、私、委員としてももちろん考えなきゃならないわけですが、新たに今年度

加わられた先生も含めてその辺をどういうふうにアレンジしていくのか。やめられた先生はもちろん当然

のことではあるのですけれども、その辺について何かほかの委員がかわってやるべきことがあれば、それ
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はある意味、引き続いて委員会としてやっていかないといけないのではないかというようにも思いますけ

れども、いかがでしょうかという質問です。 

【丸山委員長】  武藤委員については、退任されるということについて、規程で仕方がないということ

があります。それから、このプロジェクトのかかわりにつきましては、しばらくは東大での活動というの

は本格化は難しいようなんですが、秋から東大医科研のほうでゲノム研究と情報、ゲノム研究に関する広

報のあり方などについても研究されるようで、これからは、プロジェクト内部の方として我々とやりとり

をするという機会も年度の後半に入るに従って増えてくるかなというふうに思います。ですから、中の委

員としていろいろやっていただいて、武藤さんが欠けるところによる痛手というのは非常に大きいんです

が、実質的にはいろんな側面で、武藤さんから他の委員に対する辞任のあいさつでも書かれておりました

ように、いろんなところでまた接触する機会があるということがありますので、助けていただければと思

います。それから、委員会の仕事としてアンケートなり、それから、少し途中で立ち消えの感があります

が、メディカルコーディネーターの養成にかかわる研究についてもあるんですが、そのあたりについては

残った者で引き続き継続すべき仕事は継続していかなければならないかと思っております。 

 文科省のほうは特によろしいですか。 

【池田企画官】  今、先生がおっしゃっていただいたことでよろしいかと思います。ただ、分野として

社会学等の分野・観点からぜひＥＬＳＩ委員会として意見を言っていただきたいという面はもちろんござ

いますので、どなたか適当な方がいらっしゃれば、ご後任という形でお迎えすることも考えておりますが、

急に、とにかく今いなくなったので、すぐとりあえずそこにいる人を入れましょうという形ではなくて、

必要であればじっくり先生方のご意見を伺いながら探してみたいなというふうに思っております。 

【丸山委員長】  というご意向のようですが、ほかにありますでしょうか。では、武藤さんにつきまし

てはこれぐらいにしておきたいと思います。 

 それから、議題の３でありますが、「平成１７年度ＥＬＳＩ委員会活動報告書について」ですね。資料

３と資料３の後についている１枚紙を使いまして、前回までの委員会の討議、それから推進委員会からの

コメントを加味しまして、１７年度のＥＬＳＩ委員会の活動報告書をまとめました。修文された箇所等、

事務局のほうから説明いただければと思います。よろしくお願いします。 

【事務局】  （資料３「１７年度ＥＬＳＩ委員会活動報告書」の説明） 

【丸山委員長】  ありがとうございました。これまでに既にお決めいただいたことを報告書におさめ、

新旧対照表を添えたというものであります。プロジェクトから試料提供者への情報提供についてというの

は前回の委員会で承認をいただき、インフォームド・コンセントについての前段部分は、前回少し議論し、

最後、企画官から出していただいた案で意見が取りまとめられたもので、後半の部分につきましては、私

のほうから案文を出しましてご承認いただいたものを形を整えておさめたということでございます。よろ

しゅうございましょうか。 

 では、次に移らせていただきます。次が「協力医療機関への訪問調査について」ですね。訪問調査の考

え方について事務局案が出されております。また、訪問調査記入用紙の更新案、それからスケジュール等
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がございますので、事務局のほうからこれらについて説明をお願いいたします。 

【事務局】  事務局からのご提案ですが、１つは、前回の委員会でもご議論ございましたけれども、共

通施設とみなせる施設があるのではなかろうか、そこは訪問しなくてもよろしいのではなかろうかという

ご議論がございました。そこで、プロジェクト事務局のほうにもご確認をさせていただいた上で、このよ

うな仕切りをいたしました。１つは、インフォームド・コンセントを行う上でのＭＣさん、それから実施

手順が共通な場合には、これを同一の施設として扱うことでよろしいのではないかと。したがって○○と

○○は同一でよろしかろうと。既に訪問済みでございます。もう１つは、○○と○○、これはまだ実施し

ておりません。３つ目、○○と○○でありますけれども、実態としましては、昨年度、２つの病院には足

を運んではいます。ただ、これを訪問済みとするか否かにつきましては、丸山先生はじめ委員のご判断を

お願いしたいというふうに思います。 

 一方、異なる施設としての扱い、これはプロジェクトに確認をしましたところ、体制が別ということで、

○○と○○は別というふうに扱いたいと思います。未実施でございます。 

 それから、その他未実施施設への訪問調査実施の考え方については、１９年度の９月末をもちまして、

プロジェクトでは試料収集のうち新規のＩＣ取得活動を終了されるようです。そのため、ＥＬＳＩ委員会

による病院訪問調査もこの時点で不要になってしまうと考えられます。未実施となっている施設は約４０

施設ございますので、今後、この期間内にすべて訪問するには、ちょっと厳しい状況にございます。そこ

で、以下の提案をさせていただきたいと存じます。インフォームド・コンセントの体制がおのおの異なる

大学関係の施設はすべて訪問することにするけれども、○○については特別な事情がない限りほぼ同様の

状況というふうに判断し、訪問可能な施設を訪問するというふうなスタンスとしたいと考えております。

これにつきましては先生方から後ほどご意見をちょうだいできればと思います。 

【丸山委員長】  「共通施設とみなす施設について」というのは、前回の議論を踏まえたものでよろし

いかなと思います。それから、○○と○○につきましては、○○を訪問した際には、病院に入院された方

が退院して、その後、通院する医療機関として○○が存在しているというので、そちらに焦点を定めて訪

問したんですが、行ってみると先方では○○の施設も見学させてくれましたし、コーディネーターが共通

なんですね。それで現実には、コーディネーターと話をする、あるいはコーディネーターの対応を見ると

いう点では、必要性は少し小さいかと思うんですが、当初の訪問趣旨が○○のほうには焦点を当ててない

という扱いなので、全く同一の施設と扱って省略するというのもちょっとまずいのかなということがあり、

中間ぐらいですね、まだ訪問していない施設という扱いと、それから同一の施設として省略するというも

のの中間ぐらいに○○のほうは位置づければどうかなというふうに思っております。当面はちょっと残し

ておくような扱いでいかがかと思います。 

 それから、これは私はちょっと事務局と意見が食い違っているところがあるんですが、５月の推進委員

会で、６月から、あるいは５月からと言ったかもしれないんですが、「２５施設、今年度は行きますので、

よろしく」と言って、その翌月の６月に戦線縮小しますというふうなことを決めてしまうのは、ちょっと

何か具合が悪いということが一方でありますが、他方、来年９月で終了ということで、手じまいを考えな
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ければならないということもあり、このあたりは今後のＥＬＳＩ委員会の活動計画を後で事務局のほうか

ら出していただくと思いますが、その秋口で一応中間まとめをする、そのあたりで検討することにしたら

いかがかと思うんですが、どうでしょうか。言わんとすることは、訪問調査を熱意を持ってやっていただ

きたいというのが一方にあり、他方、あんまり大ぶろしきを広げて、後、引っ込みがつかなくなるという

ようなこともないように用意をしておかなきゃならないということもあり、そのあたりの兼ね合いをどう

いう形でつけるかということになります。 

 今の点、何か質問があれば出していただければと思いますが。 

【田村委員】  ○○と○○は同一とおっしゃいましたが、住所が違うんですけど、そういうときは、ど

ういうふうにするんですか。 

【丸山委員長】  このあたりは、事務局、説明していただけますか。 

【プロジェクト事務局】  プロジェクトのほうで今用意をしておりますので、プロジェクト事務局のほ

うから回答させていただきます。今の用意をしている案といいますのが、基本的には○○をメインで見て

いただくことになると思います。実際に行っている状況というのが、○○のＭＣさんが○○に行って、そ

れで実際のインフォームド・コンセントとかをとっているという実務を行っています。実際に訪問調査に

関しても、若干移動のお時間はいただき、メインを見ていただいた後に、○○ではこういう環境でやって

いますということで、同一の日で見ていただくような方法を今のところ検討しています。 

【丸山委員長】  はい、ありがとうございます。 

【田村委員】  そうであれば、ＭＣさんの行動パターンについては同じ方なら同じかもしれないけれど

も、例えば極端な話、片方の施設だけ見て、見なかったほうの施設ではお部屋がカーテン１枚だったとか、

そういうこともあり得ますよね。 

【プロジェクト事務局】  したがって、実際に移動していただいて現場も見ていただくというような予

定を立てています。 

【田村委員】  あ、両方に一遍に行くということですか。 

【プロジェクト事務局】  はい。 

【田村委員】  わかりました。ありがとうございます。 

【プロジェクト事務局】  なので、通常３時間の所要時間を見込んでいるとは思うんですが、このケー

スの場合、４時間ぐらい見込んでいただいたほうがということでは考えていますが。 

【丸山委員長】  ○○と○○ですかね、そこを移動して、今おっしゃった４時間程度で訪問させていた

だくということを考えております。 

 ほかにございますか。 

【森崎委員】  確かに今の時期にこういう考え方を委員会で出すのはちょっといかがかなというように、

委員としては思います。実際、来年の９月末で新規ＩＣ取得がなくなるので、それ以降はこの目的で行く

ことはできませんが、ただ、継続をして患者から情報取得はプロジェクトとしてはされるわけですので、

可能か不可能かはともかくとして、地域の特性というものも病院によってはあるという――私はまだ行っ
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たことございませんが、聞いておりますし、「ほぼ同様の状況と判断」ということをこの時点で判断はで

きないのではないかと思いますので、その辺、折衷案は現実的な対応としては必要ではあるとも思います

けれども、きょうの時点でもう選抜をして半分だけ行けばいいよという判断は、委員会としてはしないほ

うがよろしいんじゃないかなと思います。 

【丸山委員長】  ありがとうございます。ほかにありますか。 

【池田企画官】  どちらかというのは別にほんとに構わないですが、ただ、もしほんとうに全部回ると

いう判断をするのであれば、それなりのスケジューリングが当然必要ですので、インフォームド・コンセ

ントの体制がおのおの異なると考えられる大学関係の施設について、優先的に訪問することとするみたい

な判断であれば可能ではないでしょうか。 

【丸山委員長】  そうですね。これは、今年は昨年度よりも、あるいは一昨年度よりもスタートがやや

早く始まっていますから、どれだけ頑張れるか二、三カ月やってみて、秋口の中間まとめを決めるあたり

でちょっと見通しも踏まえて決めることにしたいと思うんですが。で、先ほど中間まとめというのに触れ

たのはそのあたりなんですが、よろしいでしょうかね。だから、頑張ってこの６月、７月――６月はもう

終わりですかね。７月、８月やってみましょう。それで、７月、８月というのは一番、我々にとって、大

学人にとっては少なくとも時間のあるときで、そのときである程度限界が見えたら、やっぱりしようがな

いかなということになりますし、そのときにある程度数をこなすことができれば、もう少し頑張ってみま

しょうかということで、その意気込みと手じまいの折り合いのつけ方についてちょっと秋まで検討、先延

ばしにしたいと思いますが、構いませんでしょうか。 

【吉村委員】  すいません、今の関連で。ですから、「特別な事情がない限り、訪問可能な施設を訪問

することとする」ということにしておけばよろしいんじゃないでしょうか。 

【丸山委員長】  では、今のご提案のとおり、「特別な事情がない限り、訪問可能な施設を訪問するこ

ととする」ということにさせていただきたいと思います。 

【田村委員】  丸山委員長、これでよろしいんですか。「極めて状況が厳しい」というところは、委員

長としては。 

【丸山委員長】  ４０が厳しいのは、だれが見ても厳しいでしょう。 

【田村委員】  わかりました、はい。 

【丸山委員長】  じゃあ、そういうことで秋までちょっと決定を先延ばしにして、それから、目先、こ

の９施設についてなんですが、１人というのはやっぱり、訪問調査で質問をする役割と記録をする役割を

こなすのは難しい。あるいは田村委員だったら可能かと思うんですが、この７月２６、２７と８月８日、

９日についてはもう１人ご参加いただくことにして、それからあとは、新しく委員になられた横野委員、

吉村委員、加藤委員については、これまでの委員と一緒に行って大体様子を見ていただくということで進

めたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

【田村委員】  先ほど丸山委員長が７、８月は大学の先生方としては出やすいとおっしゃったんですけ

ど、８月はこのペースだと全然、二十数施設も行かないと思うので、もうちょっと……こんなものなんで
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しょうか。 

【丸山委員長】  ８月、９月、追加できますかね。 

【事務局】  ちょっと検討させてください。９月のはまだちょっと聞いておりませんので、８月のそれ

を含めて、もう一度、私のほうに宿題ください。 

【田村委員】  申しわけないんですけど、私、非常勤で外来を持っていて、外来の予定を前月に出すの

で、２カ月前に予定を出していただければ抜けるんですけど、例えば今、７月のを言われても全然外せな

いので、なるべく前倒しで計画を組んでいただけるとありがたい。早目にお願いします。 

【事務局】  はい。 

【吉村委員】  質問してよろしいですか。 

【丸山委員長】  はい。 

【吉村委員】  初めてなのでわからないんですが、この７月１８、１９、２１と○○は３日とってあり

ますが、これは３回行くということですか。 

【事務局】  いや、違います。 

【吉村委員】  あ、どれか１つ？ 

【事務局】  はい。病院のほうから３日間はあいているとの連絡を受けていますので、事務局のほうで

先生方のマンパワーの配分を見て２１でどうだろうかというご提案をしただけです。 

【丸山委員長】  だから、吉村委員にとっては１回だけなんですが、８月２３日の○○でお願いできれ

ばと思います。 

【吉村委員】  はい。８月の中旬以降でしたらいいんです。ちょっと海外に行くものですから、すいま

せん。 

【丸山委員長】  では、よろしくお願いします。 

 それから、８月８、９はどなたか適当に話し合って調整してください。４人はちょっとまずいと思いま

す。先方に対する負担を考えますと、２人あるいは３人あたりかなというふうに思いますので、よろしく

お願いします。 

【栗山委員】  ２６、２７日で一応予定はとってあって、ほかの人の名前がないということですよね。

ということは、私１人で行くことになるか、それとも中止になるかということですよね。 

【丸山委員長】  ２６日、私、行きますので。栗山委員は場数を踏んでおられるから心配はないと思う

んですが、あるいは、先ほども打ち合わせのときに、２日目はなしになる可能性もあるかもしれないとい

うことなのですが。やっぱり原則２人がよろしいとは思いますので。 

【事務局】  ちょっと整理させてください。そうしますと、２６日は丸山先生はオーケーということで

すね。 

【丸山委員長】  ええ、２６はあいているんですが。 

【事務局】  ２６は丸山先生、栗山先生というお二方体制。 

【丸山委員長】  ええ。 
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【事務局】  ２７日はいかがでしょうか。ほか先生方、また都合がこれを伺ったときから変わったとか、

そういうのがあれば。 

【森崎委員】  １つ確認ですけど、これは○○からどれぐらいですか。車で１時間ぐらい？ 

【丸山委員長】  ２時間ぐらい。 

【事務局】  同様な考え方は○○も同じなんですね。 

【丸山委員長】  となると、この○○も飛行機は４本しかありませんので、関東の人になるかな。ある

いはもう１日とれるかですね、阿部先生が。 

【田村委員】  やっぱり２日じゃ厳しいんですか。 

【丸山委員長】  ２日で２箇所行くのはきついでしょうね、帰りが。東京の人は大丈夫です。でも、こ

ういうことを話していたら時間かかりますので、後で打ち合わせてください。 

 では、基本的には事務局案で、それから１人のところは８月８、９につきましてはちょっと話し合って

みてください。それから、今も言いました、ちょっと関西からは厳しいかもしれないです。それから、２

６、２７については後でこちらのほうで相談しますし、２６も含めてですが、２７、都合よくなったとい

う方がいらっしゃったらお申し出いただきたいと思います。 

 では、続いてですが、これで大体の事務的なところは、あと阿部委員の報告・講演していただいてから

少し残っているんですが、次は阿部委員から知的財産権についての講演をいただき、その後、加藤委員か

ら補足的な話を、資料も用意していただいておりますので、お願いしたいと思います。 

 じゃあ、お願いします。 

【阿部委員】  じゃあ、私のほうから知的財産権について発表させていただきます。きょうのお話の内

容ですけれども、まず最初に知的財産権とは何か、それからその後、特にどういった種類があって、どう

いった具体例があるか。特にこの２番ですね、あまり難しいことはきょうはお話しするつもりは全くござ

いませんで、どういったものがあるかという具体的なイメージをつかんでいただくというところに重点を

置きたいと思います。それから最後に、特にこのオーダーメイド医療と関係がある特許権について、アメ

リカの特許権、今、非常に重要ですから、若干アメリカの特許権と比較させながら日本の特許権について

概括をお話しし、あと特許とイノベーションのお話をしたいと思っています。 

 まず、知的財産権で、前回の委員会で若干所有権のお話をさせていただきましたけれども、所有権と違

い、もともとは有体物――有体物というのは、液体とか気体とか固体など空間の一部を占めるものをいう

んですが、これに対しては所有権がありました。これに対して、こういった液体、気体、固体だけじゃな

くて、いわゆる情報ですね。情報というのは有体物ではないんですが、情報の財としての重要性というの

が高まってきた。これに伴って、情報などを含む無体物、例えば権利とか自然力、電気、熱、光なんかが

そうですけれども、こういったものを保護しなければいけないということで定められたのが知的財産権で

す。我々のオーダーメイド医療に照らして具体例を申し上げますと、例えば所有権というのは血液そのも

の、遺伝子そのものに対する所有権というのがありますが、知的財産権というのは、その血液から生まれ

た発明に対する特許権という、こういう違いがあります。これについて前回委員会で若干発言いたしまし
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たが、きょうのお話の最後にまたお話ししたいと思っております。 

 次に、知的財産権、また、知的財産権法の種類、どういったものがあるかですが、工業所有権法、それ

から著作権法――著作権法なんかわりとなじみが深いと思うんですね。ＭＣの方も、「知的財産権法って

どういうものですか」ということを質問したら、やはり著作権というのが出てきましたけれども、ただ、

もっといろいろありまして、工業所有権法に分類されるものとしては、特許法、実用新案法、商標法、意

匠法、不正競争防止法、半導体チップ法、種苗法、いろいろあります。ここら辺は細かいので飛ばします

が、大まかな大事な権利について、今から簡単に、どういった内容なのか、それから具体例を見ていきた

いと思っています。 

 まず特許ですけれども、特許法とは発明を保護するもの。じゃあ、発明とは何かというと、自然法則を

利用した技術的なアイデアのうち高度のもの、「高度のもの」という限定がついております。実は具体例

を挙げる上で一番困ったのは特許権なのですが、特許権の具体例として何か思い浮かぶものございますか。

何をご紹介しようか私自身非常に迷ったんですが、これ、何かおわかりでしょうか。私の事務所のすぐそ

ばの木に、夜、別にクリスマスシーズンじゃなくてもあるんですね。これは青色発光ダイオードですね。

今まで青色というのはなかった。赤と黄しかなかった。青はどうしてもできなかった。それが日亜化学に

より青とか白ができるようになったという、そういうものです。これはノーベル賞級の発明と言われてい

ますが、先ほどの「技術的なアイデアのうち高度のもの」というのは、別にノーベル賞級のものである必

要は全くありません。これはほんとうに例外中の例外で、日々特許権が生まれていますが、そのほとんど

は、こう言っては何ですけれども、それほど大したものではない発明がほとんどです。 

 それに対して、実用新案法、実用新案権というのは、発明じゃなくて考案を保護する。じゃあ、考案っ

て一体何かといいますと、ここまでは一緒ですね。自然法則を利用した技術的なアイデアで、その後、物

品の形状、構造または組み合わせに関するもの。要は小発明です。日本の技術がそれほど高くなかったと

きに、とても特許を取れるレベルにはない。でも、何らかの保護をしたいということで生み出したのが実

用新案権。アメリカには実用新案権というのはありません。じゃあ、先ほどの青色発光ダイオード、この

ノーベル賞級の発明に対して考案の具体例はどういったものがあるか。考案といいますか、実用新案権の

保護に及ぶ考案の具体例。これ、コンビニでおにぎりを買われたこと、皆さん当然あると思いますが、お

にぎりの包装ですね。包装のやり方として、上と下、違いますね。上が考案の内容です。こういったこと

をやることによって、のりが破れないでご飯にうまく絡まって取り出せるという考案です。これが考案の

内容。それに対して侵害物があらわれたんですね。これが侵害物のほうです。何が違うかというと、ここ

はミシン目なんですね、考案のほうは。こちらはカットテープ。ほかにも若干違いはあるんですが、これ

が一番の違いです。これで侵害になるかということがほんとうに争われました。これ、訴訟になりました。

一番の争いは、このミシン目というのとカットテープ、これが侵害と言えるのかどうかというのが裁判で

一番の争点になったわけです。こういったのがスモール（小）発明と言われる実用新案権。 

 それに対して、次、商標法ですが、商標法は商標を保護します。じゃあ、商標とは何かというと、文字、

図形、記号、立体的形状、色彩から成るマークで、事業者が商品・役務について使用するもの。こう言っ
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てもよくわからないと思いますので、具体例を申し上げますと、これ、どこの会社のかおわかりですか。 

【田村委員】  パナソニック。 

【阿部委員】  パナソニックじゃないんですね。これは中国で発見されたデッドコピーです。デッドコ

ピーというのは、この商標パナソニックというのだけじゃなくて、多分形状も、それから中身、多分技術

も、だから特許権も侵害しているんですね。すべてを侵害している。これを買った人は、今、田村委員が

おっしゃったように、これはパナソニックのものだと思って買うわけですよね。そうすると、パナソニッ

クからすると信用が失われる。つまり、パナソニックとしては、松下幸之助の時代からずっと営々と築き

上げてきた技術で自分たちのＣＤプレーヤーが生まれたにもかかわらず、これは多分すぐ壊れるんですね、

こういうのは。そういうことがあってはいけないというのがありますね。それから、これなんかは香港松

下電器でしょうね。これは松下電器の香港支店だというふうに皆さん思われますか。新聞にも載っていま

したけど、要するに、松下電器という商標の侵害なんですよね。それから、これはＳＨＡＲＫ。ここまで

行くと逆にＳＨＡＲＰじゃないだろうというのは明らかにわかるので、商標権侵害じゃないかもしれませ

ん。難しい理屈をこね回せばですね。でも、一応商標権侵害だと。全部これ、中国で見つかったものです。

これは何とか日立ですね。ちょっと読めませんが。それから、これ、東芝何とかと書いていますね。それ

から、これ、松下なんですけど、星ですか。こういうふうにいろんな侵害物があります。ここで言わんと

していることは、こういった、例えば松下でも日立でもどこでもいいんですが、営々と築き上げた信用と

いうのがありますね。その信用がこのマーク、松下のマークに期待しているんですね。にもかかわらずこ

ういったものを売られちゃうと、その信用が失われる。でも、例えばこれ、中国ですけれども、中国で松

下という商標を取ってなければ、こういうのが出ても排除する手段がないんですね。要するに、知的財産

権を取ってないと、そういう侵害物を排除できない。自分の利益を守る、中国でビジネスをするという上

では、そういう知的財産権を取るということは非常に重要です。日本でもそう、アメリカでもそう、各国

でそういう権利を取っておかないと自分の権利が守れない。そういう意味で知的財産権は非常に重要とい

うことになります。 

 それから、これなんかどうでしょう。どこかおかしいと思われませんか。特に疑問は。あれ、ぱっと見、

一目見てわからないですか。 

【田村委員】  マークが違う。 

【阿部委員】  マーク違いますよね。中国でのあれなんですけど、このマークはこれなんですね。トヨ

タのマーク、これなんです。これがトヨタの商標を侵害しているということで、これがいっぱい出回って

いるんですね。トヨタは中国で商標権侵害訴訟を起こしました。これに対してこれが類似しているという

ことで。一審で負けました、残念ながら。これは類似していないという判断をされちゃったんですね。日

本人の感覚からすると非常に残念ですけれども。で、トヨタは控訴するかと思ったら控訴しなかったんで

すね。控訴しなかった理由というのは、もうビジネス・ジャッジメントです。そうやってどんどん戦って

いるということがいかにマイナスで、トヨタ車が中国で売れ行きが悪くなるということで、やめろという

ことでやめたということらしいです。これは非常に有名なケースですね。 
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 それから、今まで商標を見てきましたが、次に意匠（デザイン）ですね。意匠法は意匠（デザイン）を

保護するものですが、じゃあ、意匠（デザイン）とは何かというと、物品の形状、模様、色彩から成るデ

ザイン。こう言ってもよくわかりませんので、こう見ますと、これ、ホンダのオートバイですね。このオ

ートバイの形、これがデザインなんです。これはホンダじゃないんです。中国で見つかった、これも模造

品です。侵害物です。ホンダのこういうものを侵害している、デザインを侵害しているということです。

ちなみに、これ、中国の北京にあるＪＥＴＲＯの北京センターのニセモノ博物館というところなんですが、

こういう模造品をいっぱい保管しているんですね。今までの写真は全部そこから引用したものです。これ、

またホンダです。ホンダのＣＲ－Ｖ、こっち、ホンダのほうですね。これ、デザインで意匠を取っている

んです。中国でも取っている。それに対してこういう侵害物が出てきた。似ていますよね。ホンダがこれ

に対して中国の自分の意匠権を侵害しているということで、侵害訴訟を起こした。それに対して日本でも

どこでもそうなんですが、こちらの反撃の手段としては、侵害してないというのが１つですけれども、も

う１つは、そもそもホンダの意匠権、権利というのは無効なんだという、そういう反論の仕方があるわけ

ですね。ここの新聞に載っているのは、「中国のＣＲ－Ｖ意匠権無効」、つまり、反撃を、返り血を浴びた

ということです。侵害訴訟を起こしたら、逆に自分の権利が無効になっちゃったと。ここの新聞で言って

いるのは、「ホンダ、北京地裁に提訴」というのは、日本で言う特許庁、中国の知識産権局というんです

が、そこで自分の権利を無効にされちゃったので、この知識産権局の判断は間違っているということで北

京の地方裁判所に上げて、「前の判断をひっくり返してください」と、そういうことを今やっているとい

うことです。つまり、日本の大手企業、非常に有名な企業が非常に苦戦していると、そういう状況にあり

ます。 

 それから、これは、今、意匠（デザイン）ですね。右側が真正品で、左が模倣品ですか、これ、パナソ

ニック、ナショナルですね。こっちが侵害物。もうデザイン、ほとんどそっくりですね。これはどうでし

ょう。どちらが本物で、どちらがにせものでしょう。私、わからないんですね。ここにないので。ただ、

全く同じですよね、ほとんど。これはどうでしょう。ここにどっちが本物か、にせものかって書いている

んですけど、ちょっと見えないですね。これ、ゼブラのボールペンとか万年筆かな、インキ。ゼブラなん

ですね。私、ゼブラの方の講演を聞いたことあるんですけれども、もう中国でこういった模造品がたくさ

ん出るので、中国の、例えばこちらの模造品が侵害物だとしたら、これをつくっている製造現場、工場が

あるんですね。そこに中国の役人を連れていって踏み込んで、例えば金型なんかを没収して壊すというこ

とをやるんです。レイドというんですが、それをやるのは非常に危ない。中国の弁護士なんかが行く分に

はまだましなんですけれども、日本の会社の人なんか行くと、ちょっと後であれですけど、半殺しに遭う

んですね。ほんとうにそうなんです。そのゼブラの人が言っていたのは、自分の身は自分で守りなさいと。

もしそのレイドといって製造現場に踏み込むことをやるんだったら、その日のうちに少なくともその地域

のホテルを変えるか、地域を出なさいということを言っていました。日本人は絶対行ってはいけない。そ

ういうことを日本企業はやって自分たちのこういう権利を守っているという現実があります。 

 これなんかも本物、本物、にせものとありますが、ほとんど一緒ですよね。 
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 それから次に、著作権法のお話をしますが、著作権法とは著作物を保護する。じゃあ、著作物とは何か

といいますと、思想または思想を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に

属するもの。一般的には、文芸とか美術とか音楽とかですよね。今はそういうものがどんどんビジネス化

しています。ハリウッドの映画産業なんかが一番の典型ですね。これもまたにせものなんですが、中国で

ウルトラマンですね、あまり似ていませんが、これは円谷プロの著作権を完全に侵害しているんですね。

これもそうですね。これもそう。これも侵害物です。 

 それから次に、じゃあ、著作物とは何かなんですが、これは日本で訴訟になったんですけれども、新聞

の見出しありますね。読売新聞が新聞の見出しをつくる。その見出しをあるネットの会社が自分のインタ

ーネット上に配信したと。読売新聞が「それは自分の著作物だから、著作権を侵害している」ということ

で東京地方裁判所に提訴しました。それに対する東京地方裁判所の判断は、新聞の見出しというのはあま

りにも短いから、そういったものは著作物とは言えないんだということで、著作権侵害を否定しました。

ただ、その後、東京地方裁判所から知的財産高等裁判所――後でご説明しますが、知財高裁に控訴されま

して、知財高裁でも同じ判断、つまり著作物性が否定されて、著作権侵害はないということは同じ結論だ

ったんですが、ただ、不法行為――不法行為というのは、例えば私がだれかから物を盗んだとき、それは

契約関係がない人同士の話ですね。そういうことを不法行為というんですけれども、そういう不法行為に

基づいて損害賠償義務を負うんだという、そういう判断をしています。要するに、新聞の見出しみたいに

小さいんですね。 

 じゃあ、この事件の背景にあるものは何か。これ、読売新聞がだれも知らないような日本の小さなベン

チャーというか、インターネットの会社を訴えたんです。なぜ読売新聞みたいな大会社がそんなだれも知

らない会社を訴えたんでしょうか。これは布石なんですね。グーグルが日本に来ると。グーグルが新聞の

見出しを全部オンライン配信すると。それをやっつけるためにここでいい判例をとっておいて、次にグー

グルをやっつけるんだということでやったんです。アメリカでも似たような訴訟がありますね。でも、う

まくいかなかったと、そういうのがあります。 

 じゃあ、今、新聞の見出しの著作物性についてお話ししましたけれども、有名な「トンネルを抜けると

雪国だった」という川端康成のフレーズありますね。このフレーズをコピーしたら、これは著作権侵害で

しょうか。 

【丸山委員長】  ５０年たっている。 

【阿部委員】  あ、そうか。著作権の保護期間はですね、もう亡くなってから５０年たっていました？ 

【丸山委員長】  あ、亡くなってからですか。 

【阿部委員】  ええ。 

【丸山委員長】  書いてからじゃないんですね。 

【阿部委員】  ええ。ちょっと保護期間の話をするとややこしいので、それちょっと……。 

【丸山委員長】  あ、ごめんなさい。 

【阿部委員】  いえいえ。飛ばしていただいて、じゃあ、川端康成が生きているか亡くなって数年だと
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した場合にですね。実際、私、これと同じような相談を受けたことがあるんです。芸術家の人が、川端じ

ゃなくて三島、三島の何とかという有名な小説の、しかもサイベンス・ペッカーが英訳した英文の何とか

というワンフレーズ、私は全然知りませんでしたが、非常に有名なフレーズらしいんですね。それを自分

の美術作品に入れたいと。それが著作権侵害になるかどうか判断してくださいと、そういうご相談を受け

ました。全く同じですね。これは説が分かれています。侵害になるという説もあれば、ならないという説

もあるんですが、侵害にならないというのは、先ほどの新聞の見出しと同じですね。要するに短過ぎる。

これぐらいだと、確かに保護すべきだという感覚もあるかと思うんですが、ここまでで侵害とやっちゃう

と、それはやり過ぎだろうと。新聞の見出しを著作権侵害とやらない理由の１つは、特許と違って著作権

というのは、今の丸山委員長のお話にもありましたように保護期間が非常に長い。要するに、権利として

実は非常に強いんですね。そういったこんな短いフレーズを１人の人がずっと何十年も独占するのはいけ

ないだろうという、そういうポリシー、政策が実は背後にあります。それと同じで、これぐらいも１人の

人に独占させるのはどうかと、そういう判断があれば著作権侵害にならないし、これぐらいだったら独占

させてもいいとなれば侵害になると、そういうのが背景にあります。 

 それから、これは最近、新聞をにぎわしていますが、これは明らかにもう著作権侵害ですよね。要する

に、こちら側のスギさんの作品を和田さんは侵害していると。 

 じゃあ、これはどうか。こちらが著作権者、それに対してこういう絵があるんですね。これは侵害して

いるかどうか。もうちょっと詳しくご説明しますと、この絵、何をかいているかおわかりでしょうか。ち

ょっと字が見えないんですが、これ、９ｔｈアベニューと書いています。ここ、１０ｔｈアベニュー、こ

こ、ハドソンリバー、ここ、カンザス州とかロサンゼルスとかいろいろ書いていますね。ここはジャパン

とチャイナとロシア。まず、左側の絵が何をかいているかというのはおわかりでしょうか。ここはどこで

しょう。 

【田村委員】  ニューヨーク。 

【阿部委員】  ニューヨークですよね。ここ、ニューヨークなんですね。じゃあ、この絵は、かいた人

は一体何をあらわしたいと思ってかいたか。これが９ｔｈアベニューですね。これ、１０ｔｈアベニュー。

これ、いろんな建物がありますよね。車があって、人までいるんですね。ここ、アメリカのほかの州です。

カンザス州とか、ここ、ロサンゼルス、要するに西海岸ですよね。ここにパシフィック・オーシャン（太

平洋）があって、日本とか中国とかロシアの外国がぽつんと書いてある。一言で言いますと、ニューヨー

カーの近視眼的な物の見方をあらわしているんですね。自分たちが世界の中心だと思っているということ

をこの絵であらわそうとして、それが『ニューヨーカー』という雑誌に載りました。それがこの作者の意

図するところです。じゃあ、その右側の絵がこの左の絵の著作権を侵害しているか。まず、この右側の絵

なんですが、ちょっとここは置いておいていただいて、ここを見ますと、ここ、ブロードウェーなんです。

ここは５ｔｈアベニュー。ここはアトランティック・オーシャン（大西洋）ですね。ここはモスクワ。こ

こにこういうふうにあって、ここ、自由の女神があって、エンパイアステートビルがありませんが、こう

なっている。つまり、どういうことかというと、こちらは太平洋のほうを見ているんですね、ニューヨー
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クから。こっちは大西洋のほうを見ている。見ている方向が逆なんですね。どうでしょうか、侵害してい

るか、侵害していないか。これ、アメリカの裁判で実際に争われた。これ、作者がスタインバーグという

んですが、こっちは映画のポスターなんですね。コロンビアピクチャー。スタインバーグ対コロンビアピ

クチャーズという判例で問題になりました。 

 じゃあ、ここに行く前に、次、こんな絵だったらどうでしょう。この絵は左の絵の著作権を侵害してい

るか。ここ、パリですね。ちょっとフランス語読めませんので、わかりませんが、ここ、フィレンツェ。

どうでしょうか。侵害しているか、侵害していないか。 

【田村委員】  してない。 

【阿部委員】  してない。なぜですか。 

【田村委員】  絵が違う。 

【阿部委員】  これとこれ？ 絵が違う？ 

【田村委員】  アイデアは一緒だけど、絵が違う。 

【阿部委員】  今、非常にいいコンセプトが出たんですけれども、アイデアという言葉と、絵というの

は、今おっしゃりたいことは表現なんですね。アイデアと表現。アイデアは同じだけど、表現が違うとい

うふうに考えれば、これはニューヨーカーの近視眼的な見方というアイデアは同じですよね。これもパ

リ・フィレンツェでアイデアは同じかなと。絵が違う。実際の判例はどうだったかというと、侵害だとい

うふうに認めました。なぜかというと、アイデアは同じで、表現が同じかが問題になるんですが、建物の

こういうかき方ですね、四角張っていますけれども。それから、こういう車の位置、実はここの車の位置

とか同じなんですね。それから、こういう構図。それからあと、この影、影が方向が同じなんですね。方

向が違うにもかかわらず。そういったことを一つ一つ認定していって侵害だという結論になりました。た

だ、これはなかなか議論の分かれるところではあると思います。要するに、これは侵害だけれども、これ

は侵害じゃないということをどこで線を引くか、線の引き方はいろいろあるんですけれども、これは確か

にアイデアも表現も似ていると。でも、これはこんなんがあるから違いますよと。要するに、この上を見

ますと、ここは細かくかいているけど、ここはぼやっとかいている。わざとぼやっとかいているわけです

ね。ここも細かくかいて、わざとぼやっとかいている。でも、ここはモスクワが、クレムリンですか、非

常に詳しいと。それからこんなんもいると。だから、これとこれは似ているけど、これとこれは似てない

と、そういう考え方もできないことはない。いろいろあります。 

 つまり、今、アイデアと表現という言葉が出ましたけれども、じゃあ、特許、パンフレットで後でまた

ご説明しますが、発明と発見のお話と関連するんですが、じゃあ、特許と著作権、一体何が違うのかとい

うと、こういうグラフがあって、特許はアイデア、著作権は表現を保護する。アイデア・表現二分論とい

います。つまり、アイデアの中にも抽象的アイデアと具体的アイデアがあるんですが、具体的アイデアの

ほうは特許を保護して、その表現は著作権が保護すると。この抽象的アイデアというのは、１人の人に独

占させてはいけない、万人の手にゆだねられるべきものだから、これは特許さえ及ばないんだと。発見で

すよね。そういう考え方です。 
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 今までは伝統的な文学とかそういったものに対する著作権を見てきましたが、最近では著作権の概念が

大分、著作権の対象が変容してきています。これは何かおわかりですか。 

【田村委員】  ＵＲＬ、ホームページの。 

【阿部委員】  それ、ウィニーなんですね。ウィニー事件、今、ありますよね。私、ウィニー事件、金

子さんの弁護人やっているんですが、ウィニーというのは、Ｐ２Ｐ技術というのはおわかりでしょうか。

どなたか、ウィニーじゃなくてもいいんですけど、Ｐ２Ｐソフトを使われたことがある人、いらっしゃら

ないですか。そうですか。学生に聞くと大体いるんですけどね。要するに、ファイル交換ソフトといいま

して、音楽、何でもいいんですけど、ボンジョビが好きな人だったらボンジョビの音楽ありますね。それ

を「だれか持ってない？」というふうに声をかけたら、その人からもらうと。つまり、ただでもらえる。

そうすると、音楽の著作権者はＣＤの売り上げが減少した。それはなぜかというと、こういうＰ２Ｐソフ

トを開発した人がそういったことを許しているからだと。著作権侵害、著作権侵害の幇助だとことで、金

子さんは日本で逮捕されちゃったんですね。刑事裁判になって著作権侵害幇助罪です。 

 これに対してアメリカでは、ナップスター、聞かれたことあるかと思うんですが、ナップスターも同じ

ようなＰ２Ｐのソフトでして、これ、２００１年に第９連邦巡回控訴裁判所という、後でまたご説明しま

すが、アメリカの裁判所で著作権侵害を肯定されたんです。２００１年ですね。それでナップスターは閉

鎖した。ところが、実はちょっと違うんですが、似たようなソフトであるグロックスターというのが同じ

第９連邦巡回控訴裁判所で２００４年に裁判になった。これは著作権侵害を否定したんですね。つまり、

Ｐ２Ｐのソフトを提供した会社というのは著作権を侵害していないんだというふうに判断した。これに対

して、これはどなたかご存じですか。スタンフォード大学のレッシグ教授という憲法学者、情報学者なん

ですが、そのグロックスターの連邦巡回控訴裁判所の判決に対して、本判決はハリウッド法ではなくてシ

リコンバレー法で書かれていると、こういうことをブログで言っています。おわかりですよね。つまり、

本判決の勝利は、技術開発者はハリウッドとレコードスタジオの顔色を見てお願いする必要はないという

ことだと、こういう評価を下しているんですね。ただ、この後、第９連邦巡回控訴裁判所から最高裁に上

告されまして、最高裁がひっくり返しました。したがって、判断が変わっています。 

 それから、今のは音楽、伝統的な音楽に対する著作権というのは、こういうコンピュータの発達によっ

てＰ２Ｐソフトということで変容してきているというお話をしましたが、もっと変容しているのは映画で

すね。ハリウッド。これ、ミッキーマウス。アメリカ、先ほど著作権の保護期間というのがありましたけ

れども、その著作権の保護期間が一定だったんですね。例えば法人著作物の著作権の保護期間を公表後７

５年から９５年に延長、個人作品の著作権の保護期間を著作者の死後５０年から７０年に延長しようとい

うことでアメリカで立法で延長されました。それはなぜかというと、これなんですね。ミッキーマウスと

いうのが、アメリカにとって世界中から富を集める手段になっているんです。著作権が切れちゃうと富が

入らなくなる。それは困るということで、著作権の保護期間を延長した。その立法に対して、このレッシ

グ教授自身が原告となって、その立法は憲法違反である、違憲であるということで裁判を起こしました。

連邦地方裁判所で負けて、連邦高等裁判所で負けて、最高裁まで行きました。最高裁でも負けました。で
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すから、ハリウッドの産業・ビジネスを支える手段としてアメリカは著作権というのを使っているという

のがここから１つわかることと、もう１つ、脱線しますが、非常におもしろいのは、最高裁で著作権の保

護期間の延長立法が合憲か違憲かということを判断するときに、法律家の議論だけじゃなくて、ノーベル

経済学賞受賞者５名を含む著名な経済学者１７名による意見書というのが最高裁に出されたんですね。日

本でも法廷経済学という学問がアメリカから輸入されてあるんですけれども、経済学的な視点からこうい

う保護期間を延長してもインセンティブを与えることにならないよと、そういう視点で鑑定書を書いて、

そういうのが法廷の場で判断されたというのがあります。 

 以上で、ざっと知的財産権の種類、具体例についてお話ししましたので、これである程度のイメージを

つかめたかと思います。 

 あとは、特許権について、あまりに深入りせずに、ごくさらっと見ていきたいと思いますが、いろいろ

あるんですね。 

 例えば、まず特許性についてなんですが、日本の特許法の１条に、下線を引いてありますが、「この法

律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的と

する」、２条に「『発明』とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう」というこ

とで、これが前から何度も申し上げている発明と発見ということで、発明しか保護されないんだというこ

との根拠です。 

 じゃあ、アメリカはどうなっているかというと、アメリカの特許法１０１条には条文があるんですが、

日本の条文のように、一体、発明とは何かという、こういう定義規定はありません。その条文からはわか

らないんですね。言われているのは、「人間によってつくられたもので太陽のもとにあるものはすべて特

許の対象になる」と、こういうことを言われています。「ただし、自然現象、自然科学の原理の法則は特

許の対象とならない」、これは一緒ですね。こういうところからこんな特許が生まれました。これ、実際

にアメリカの――これ、何の特許かおわかりですか。 

【田村委員】  ゴルフの仕方。違うか。 

【阿部委員】  はい、ゴルフのパターの方法。こんなのがアメリカでは特許になっているんですね。つ

まり、「人間によってつくられたもので太陽のもとにあるものはすべて特許の対象になる」と、こういう

考え方からこんなのまで特許になっているというのがアメリカの現状です。 

 例の発明と発見の話をしますと、発見とは、以前から存在するものを見つけ出すこと。それに対して発

明とは、人が創作したもの、発明される以前には存在しなかったもの。こういった区別がありますね。単

なる発見には特許は与えられない。発明に対してだけ特許が与えられる。じゃあ、発明と発見の区別はと

いうことなんですが、アマゾンの花を見つけた、珍しい花を見つけた、これは発明でしょうか、発見でし

ょうか。 

【田村委員】  発見。 

【阿部委員】  発見ですよね。じゃあ、フルーツサラダ、これはどうでしょうか。 

【田村委員】  発明。 
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【阿部委員】  なぜ？ 

【田村委員】  まぜるということは前はなかった。 

【阿部委員】  なるほど。反対意見の方いらっしゃいますか。あれ、皆さん全員一致。 

【栗山委員】  じゃあ、発見で。 

【阿部委員】  発見ですか。なぜ。 

【栗山委員】  それ以前からずっとつくられていたもの、やられていたもの、要するに。 

【阿部委員】  フルーツサラダが？ 

【栗山委員】  うん。 

【阿部委員】  ああ、そういう意味ですか。じゃあ、フルーツとサラダをまぜるということが発明か発

見かという。 

【栗山委員】  あるときから突然まぜることになったということですか。 

【阿部委員】  問題の立て方が確かに難しいんですけれども、じゃあ、その次のとして、フライドエッ

グはどうでしょう。 

【田村委員】  発明。 

【阿部委員】  なぜ？ 

【田村委員】  人間が創作する以前には存在しない。 

【阿部委員】  この例はですね、私がアメリカのロースクールで最初の特許法の知的財産権法の授業で

習った、１限目に習ったことで、今でもよく覚えているんです。先生が、アマゾンの花を単にピックした

だけだったら、それは発見だよと。フルーツサラダについては発見だと言っていましたね。発明じゃない。

これはなぜかというと、ヒューマン・インターベーション、人間の行為が介在していないからだと。それ

に対してフライドエッグは、これはニューフレーバー、新しい香りとかいろんなのがあるから、これは人

間の行為が介在していて、これは発明だと、そういうふうに言っていましたね。 

【田村委員】  ドレッシングを入れればいいということですね。 

【阿部委員】  え？ 

【田村委員】  ドレッシングを入れれば。 

【阿部委員】  サラダですか。 

【田村委員】  はい。 

【吉村委員】  あわせただけじゃ……。 

【栗山委員】  人間の技術が介在しているとしたら、ちょっと理解するのに、例えば大きさですよね、

食べやすい大きさにするとか、ものすごく細かく刻むとか、そういう作業が入っていても、それは単なる

発見ですか。 

【阿部委員】  よくわかりません。もうグレーなんですよね。グレーな例として挙げられていますから。 

【栗山委員】  グレーな例としてですか。 

【阿部委員】  うん。 
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【森崎委員】  それは多分、フルーツサラダというものをアメリカ人が言うのと日本人が考えるのは違

うんだよ。アメリカ人が言うフルーツサラダって、町でその辺に売っている、ただばさっとこう……。 

【田村委員】  ただミカンとリンゴと上にブドウが入っているだけ。 

【森崎委員】  そうそう、それがフルーツサラダなんですよ。日本人はそう思わないでしょう。 

【吉村委員】  ドレッシングとかね、何か。 

【田村委員】  特殊な味の取り合わせで何々という……。 

【森崎委員】  シロップがかかっていて何とかというのを日本人は思うじゃないですか。 

【阿部委員】  ああ、なるほど。 

【栗山委員】  そうだ。グリーンサラダっていうと、葉っぱが積んであるだけですよね。 

【阿部委員】  ということですね。で、例のパンフレットなんですが、「この研究において新たな発見

ができる可能性がありますが、研究協力をしていただいた方にこの発見に関する知的財産の権利はありま

せん」。これは、今の説明から、発見については特許は与えられない。発見については特許はないので、

知的財産の権利はありませんというのは間違いなんですよね、法律的には。ですから、また後でご説明し

ますが、発見されたものに対する所有権があるか、発明に対する特許、知的財産権があるか、どちらかと

いうことになりますので、このパンフレットは今でもちょっとという形……。 

【田村委員】  でも、アマゾンの花に何か薬効があるとかといったら、それは特許になるんですよね。 

【阿部委員】  どうですか。専門家がいらっしゃるから。 

【加藤委員】  そうですね、薬効があっても、でも、薬効に基づいて薬をつくらなきゃなんですね。花

をとってきたけど、薬効があったって、依然として花だったら、やっぱり発見ですよね。 

【田村委員】  ならないんですか。 

【加藤委員】  ええ。何か、今おっしゃったように人為的な介在があって花から薬へとか、何かないと

だめですね。調べたらたまたま成分として薬効があったというだけじゃだめですね。 

【池田企画官】  薬効があったというだけではだめなんですか。そうすると、何かその辺の土の中から

微生物をとってきましたと。これが何かになりそうですと言っている時点では別に保護されなくて……。 

【加藤委員】  ただ、微生物の場合はとってくる段階で人の手が介在していて、要するに微生物と土が

まざっている状態から微生物だけの状態にしてきて初めてわかるわけですね。花は多分、引っこ抜いてく

れば大体その花の成分とかわかるわけですから、そんな人の介在ってしないんです。微生物をとってくる

のは難しいですよ。まざった状態にあるやつと、それを単離して微生物だけという状態にするのとは少し

差があるので、そこでわりと分けたりします、日本は。 

【阿部委員】  じゃあ進めますと、これはどういったマウスかおわかりですか。 

【田村委員】  肥満、太り過ぎ。 

【森崎委員】  そんな太ってないよ。 

【吉村委員】  しっぽがちょっと変じゃない？ 

【阿部委員】  これはオンコジーンマウスですね。ハーバードマウスと言われていますが、がんにかか
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りやすくなるマウス。で、アメリカは、このハーバードマウスそのものについて特許を取ったんです。ア

メリカというか、ハーバード大学というか、アメリカで取りましたね。そのとき議論があったのは、特許

というものを生物そのものに対して取得させていいのか、そういう議論がありましたね。でも、アメリカ

は取れた。日本も取れました。じゃあ、これは。A Higher Life Forms Patentable? (アー・ハイヤー・

ライフ・フォームズ・パテンタブル？)ってありますね。同じようなネズミ、同じようなって、これ、同

じネズミです。同じというのは、がんのマウスですね。カナダの最高裁は、こういった生物に対して特許

を取得させることはできませんというふうに言いました。ヨーロッパで議論があって、何か一たん取れた

ような形があったみたいなんですけど、グリーンピースの反対とかでいろいろ非常に難しい動きがあると

いうふうに聞いています。 

 それ、ご存じですか。あ、さすがにこの委員会の方は。人間の耳で、要するに再生医療ですよね。これ

はご存じですか。風船の中に赤ちゃんが入っていて、お母さんは抱っこできませんよね。バブル・ベイビ

ー・シンドロームといって免疫の病気だから、ずっとこの中にいなきゃいけない。じゃあ、この子をどう

やって治療するかというと、遺伝子治療しかないですね。 

 なぜこの２枚のスライドをお見せしたかというと、再生医療と遺伝子治療についてお話ししようと思っ

たからなんですが、医療行為と特許については、医療行為には日本では特許権を与えない運用がずっとあ

りました。理屈はいろいろあって、裁判所とか特許庁の判断というのがあったんですけれども、そうする

と、お医者さんが画期的な外科的手術を発明したと。実際、私のところにもご相談に来られました。ある

外科医の方が「私は手術法についてこんなすごい発明をしたんだ。特許を取りたい」と。「残念ながら日

本では取れませんね。でも、アメリカだったら取れます」と、そういう話をしました。で、遺伝子治療の

方法も特許を取れない。これがずっと日本の状況だったんですね。 

 それに対してアメリカは医療行為も特許を与えるんです。ここが違い。手術方法にも特許が与えられま

す。実際に医師が医療行為について特許を取って、その特許に基づいて権利行使、つまり侵害訴訟を提起

したという事件が２件あります。モートン事件判決というのと、ポーリン事件。モートン事件というのは、

麻酔科医の医師による権利行使の事例。それから、ポーリン事件というのは眼科医、白内障の手術の方法

ですが、医師による権利行使。こういったことをされると、目の前の患者さんに手術しようとしている医

師に対して差し止め請求が来て、手術を差し止められて患者が死ぬなんてことがあってはいけないだろう

という、当然そういう人道的な議論があるわけです。この事件を契機としてアメリカの特許法は改正され

まして、２８７条Ｃ項というのができました。これは何かというと、医師の行う医療行為については、医

療行為に関する特許を侵害しても原則として損害賠償・差し止めの対象にならないと。つまり、損害賠償

や差し止めはできませんよという、こういう足かせをつくりました。ただ、特許は取れますし、遺伝子治

療についても特許は取れるというのがアメリカの現状です。 

 日本ではずっとそういうことで取れなかったんですが、先ほど申し上げました２枚のスライド、再生医

療とか遺伝子治療、こういった領域で特にアメリカに負けていると。日本の国際競争力を高めなきゃいけ

ない。そのためには、そういった再生医療とか遺伝子治療の分野にも特許を与えてインセンティブを高め
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なければいけないということから、特許庁の審査基準というのが改定されて、そういったところ、一定限

度で特許を取れるようにするというふうに変わりました。 

 以上が特許性の話ですが、次に、ここはややこしいのでごく簡単に申し上げますが、どんなものでも特

許が取れるわけではなくて、まず、新規性といいまして、過去に全く同じものがあれば、それと同じこと

をたまたま例えば５年後に発明したとしても、それは特許を取れないですよね。ということは、全く同じ

ものはだめ。それに対して進歩性というんですが、全く同じじゃないけど、ちょっと似ていると。ちょっ

と違いがある、似ている。そういうときどうかというのは非常に微妙な判断になります。なるんですが、

ちょっと似ているぐらいじゃだめだと。鉛筆があって、消しゴムがありますよね。その２つを組み合わせ

る。そうすると鉛筆の上に消しゴムができますよね。それは特許になるか、それが進歩性があるかという、

そういう話になります。 

 それから、クレーム解釈、これもややこしいのでごく簡単にご説明しますが、特許を取るときには、さ

っきの遺伝子治療でも何でもいいんですが、そういう発明の内容を言葉であらわさなきゃいけないんです

ね。言葉であらわしたものをクレームといいます。ただ、そのクレームというのは言葉であらわしていま

すから、発明の内容を１００％純粋に書きあらわせるとは限らない。どうしても限界があるんです。そう

すると、その特許権に基づいて権利行使しようとしたときに、そのクレームの内容について争われるんで

すね。つまり、そこに解釈の違い、そういうことがあります。もう難しいのでこの程度にします。 

 それから、均等論というのがあるんですが、もし特許のクレームがｐＨ３～７という何かの発明だとし

ます。例えばだれかがｐＨ６を使っていたら、これは侵害でしょうか。 

【田村委員】  はい。 

【阿部委員】  侵害ですよね。３～７の範囲に６が入りますから。じゃあ、ｐＨ９を使っていたらどう

でしょう。侵害ですか。 

【田村委員】  ううん。 

【阿部委員】  侵害じゃない？ 

【田村委員】  うん。 

【阿部委員】   侵害だと思われる方いらっしゃいますか。どなたもいらっしゃらない。原則は侵害じ

ゃないんですが、一定の場合に侵害としなきゃ保護がどうしても図れない場合があるんですね。そういう

場合のために生み出された理屈が均等論ということです。同じような議論は、ここに看板があるんですね。

「ここに馬をつなぐべからず」という看板がある。牛をつないでいいか。牛つないでいいですか。 

【丸山委員長】  うん。 

【阿部委員】  なぜ？ 

【丸山委員長】  馬だけ禁じられているから。 

【阿部委員】  馬としか書いてない。だったら、牛と書けばいいじゃないかということですよね。でも、

それに対して、この看板を掲げた人の趣旨が、馬をつながれたらふんされて臭くてかなわんと。牛のほう

も同じぐらい臭いということであれば、牛もつないではいけないというふうに解釈できる余地があるんで
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すね。それは均等論と同じ考え方です。要するに、牛をつないでほしくないんだったら馬と牛って書けば

いいじゃないかというのが、ここでもｐＨ９を侵害されたくないんだったら、ｐＨ３～７じゃなくて９を

書けばいいじゃないかと、そういう議論になるんですけれども、一定の場合にはそういうことを酌み取っ

て侵害としなきゃいけない場合があります。 

 実際、日本でバイオの特許侵害訴訟というのがアメリカのジェネティックが日本の東洋紡、住友製薬を

訴えたケースというのが、大分前ですけど、ありました。ここで２４５番目のアミノ酸残基が特許のほう

はバリンだったんですけど、侵害物というか、東洋紡のほうはメチオニンということで、この１個だけが

違った。そのときに、それは侵害なのかどうかということが争われました。大阪地方裁判所は、それは違

うんだから侵害じゃない、非侵害だという判断をしたんですね。それに対して大阪高裁に控訴されて、そ

れはたった１個のアミノ酸の違いでそういった判断をするのはおかしいだろうということで、均等論とい

うのをバイオの分野で初めて適用して侵害だという判断を導きました。 

 日本は均等論というのがなかったんですね。その後、１９９８年に最高裁によって均等論というのはで

きました。これはどういうことかといいますと、均等論というのがないと、さっきのｐＨ３～７だったら、

２でも９でも１０でも全部、非侵害になるんですね。要するに特許権の保護は非常に薄いんです。アメリ

カはもう均等論というのは非常に発達してきて、かなり均等論で侵害というのがありました。日本は１９

９８年は均等論はなかった。で、アメリカとか諸外国から言われていたのは、日本というのはクレームの

範囲が狭い、均等論がない、したがって権利者にとってアンフレンドリーな国だ。だから、いろんな外国

の会社がありますけれども、日本をジュリスディクションとして選択して、日本で訴訟を起こして侵害者

に対して提起するということはなかなかしなかったんですね。それは１つには権利の保護が薄いというの

があります。それから、損害賠償が低いとか審理が遅いとかいろいろあるんですけれども、一つの理由で

した。 

 それから、これもごく簡単にご説明しますが、特許権というのは、先ほどの意匠のホンダのを見ました

ように無効になり得るんですね。それは、特許が一たん成立した後も無効になるんです。特許で侵害訴訟

を起こすと必ず相手から特許の無効の抗弁というのが裁判所で出て、かつ、特許庁で無効審判という手続

がなされます。意外と特許無効になることが多いんですね。一つの極端な例は、パチンコの特許訴訟で、

日本でも一番高額な損害賠償額９０億円の判決が出たんですね。それは裁判所で９０億円の損害賠償額が

出たんですが、その直後に特許庁でそのパチンコの特許は無効だという、そういう審決が出ちゃった。も

うアンバランスというか、ダブルトラックがあるがために、特許権の侵害というのと無効というのは全く

別々に判断されています。若干最近は変わった面があるんですけど、そこは省略します。 

 それから、いわゆる職務発明。これ、中村教授ですけれども、日亜化学を訴えた青色発光ダイオードの、

これは日本では特許法と労働法と契約法の交錯分野でいろんな分野が入っているんですね。特許法だけじ

ゃないんです。使用者と労働者の関係、労働法。それから、契約がどうなっていたか。ところが、インセ

ンティブを体現する国で最たるものであるはずのアメリカでは、実はこれは特許法の問題じゃないんです

ね。純粋に契約法の問題で、アメリカではこういう職務発明というのは契約でサインしたらおしまい。だ
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から、こういう訴訟は起きないんですね。日本で特許法の訴訟として起きているというのは、アメリカの

学者からすると非常に不思議。私がアメリカにいたときに、先生に「職務発明が日本で話題になっている

から、これを日米比較のテーマとして一つ選びたい」ということを言ったら、「そんなの選ぶな。それは

特許法の話じゃない。それは契約法の話だから、そっちに行け」と、そういうことを言われました。それ

ぐらい全然違う分野だということになっています。 

 それから、特許の紛争ですけれども、プロパテント、強いパテントということがまずアメリカで起きた。

それはなぜかというと、双子の赤字で苦しんでいたアメリカが、強いアメリカの再生ということで１９８

０年ごろにレーガン政権が生まれて、レーガンに対してヤングというヒューレット・パッカードの社長が

ヤングレポートというのをつくりました。製造業で日本にやられている。じゃあ、アメリカはどうやって

生き残るか、どうやって強いアメリカを再生させるか。それはもうＩＰ（インテレクチュアル・プロパテ

ィ）、知的財産権に頼るしかないということで、強い特許を取得できるような国にしよう、そういうこと

でプロパテントということがなされました。これがまず出発点ですね。 

 ＣＡＦＣというのがありまして、Court of Appeals for the Federal Circuitというんですけれども、

アメリカの高等裁判所で、特許事件、それから軍事関係、軍関係、国関係の事件を扱うんですが、そうい

った裁判所が１９８２年の前にはなかったんですね。一審裁判所で判断された後に高等裁判所に控訴され

ますね。それが各巡回控訴裁判所というのが１から１１プラス１個あるんですけれども、それごとにばら

ばらだった。どういうことかといいますと、この人は後で最高裁判事になった人なんですが、特許につい

ての見解を聞かれたんですね。「特許について見解はありません。なぜなら、私は特許の有効性を認めな

い第２の出身だからです」、こんなことを平気で言っていた。これはどういうことかといいますと、こう

やって地域を区切っているんです。で、１から２、３、４、９、１０、１１、それからワシントンＤ.Ｃ.

に特別区があって１２個あるんですね。例えばカリフォルニアとネバダとかこういうふうにあるんです。

今の第２は特許の有効性を認めない。だから、特許の無効率が非常に高かった。どこかここら辺は特許の

無効率が非常に低い。ばらばらだったんですね。これじゃとてもアメリカの産業というのは諸外国、特に

日本に対して戦えないということで、これを統一しようということで、ワシントンＤ.Ｃ.にＣＡＦＣとい

う特許専門の裁判所をつくって、それで高等裁判所が今までは１から地域ごとに１１プラス１個のそれぞ

れに行っていたのが、ワシントンＤ.Ｃ.だけに集中して行くようになって、それで判断の統一性、特許の

有効性の統一性ということをして強いアメリカを再生させようと、そういうことをしました。 

 ちょっと脱線したいんですが、日本の会社がアメリカのいろんなところで訴えられるんです。１から１

１というのは高等裁判所の番号ですから、地方裁判所は例えばカリフォルニアだったらいっぱいあるんで

す。いろんな各都市にあると思ってください。日本の会社が訴えられ、日本の会社にとっていい管轄、い

い場所と悪い場所というのがあるんですね。どこで訴えるのがいいか、どこで訴えられる、訴えるのかい

いか、どこかアイデアございますか。訴えられたら困る、嫌だというところ。 

【田村委員】  １番。 

【阿部委員】  １というか、その都市でおっしゃっていただければ。 
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【田村委員】  ボストン。 

【阿部委員】  なぜですか。 

【田村委員】  アメリカ人のプライドが高いから。 

【阿部委員】  なるほど。ボストンは多分そうでもないですね。皆さんがトヨタの社長だったら、どこ

で訴えられるのが一番嫌ですか。 

【森崎委員】  Ｄ.Ｃ.じゃないんですか。Ｄ.Ｃ.かニューヨーク。 

【阿部委員】  デトロイトですね。 

【森崎委員】  デトロイトか。そうか。 

【阿部委員】  カメラの前で日本車をたたき割っている人が陪審員になって判断するんですね。アメリ

カの陪審員裁判というのは、この間の日経にも載っていましたけれども、ある陪審員が発言していた。日

本企業とアメリカ企業の裁判で、「私の父親は第２次世界大戦、日本軍に殺された。だから、この日本企

業は負けさせたいんだ」ということで、最後までその人は頑張ったらしいんですね。そういうのが陪審員

裁判です。ですから、デトロイトは避けなきゃいけない。もう１カ所あります、避けたほうがいい。これ

は難しいので言いますと、サンディエゴらしいんですね。何でサンディエゴなのかなと思ったら、サンデ

ィエゴは軍港らしいんです。軍港だから対日意識が悪いということで、そこは避けたほうがいいですよと

いうのがありました。逆に、日本企業、ここでいいというところはどこでしょうか。１つはサンフランシ

スコ、これは西海岸でアジア系が多くて、そんなに対日意識が悪くない。もう１つはデラウェアなんです

ね。デラウェアというのはアメリカでも２番目に小さな州で、過疎の州です。過疎の州だから、振興しな

きゃいけないということで、会社法を変えて、多くの大会社がそこに本店登記しているんですけれども、

税制上有利になるとか、いろいろやっているんですね。会社法の措置だけじゃなくて、特許裁判も非常に

なれているということで、そういう過疎のところのデラウェアというのが結構いいというふうに言われて

います。 

 じゃあ、日本企業関係なしに、特許権者にとって選びたいところってどこでしょうか。侵害者じゃなく

て特許権者側に立った場合、フリーに選べるとしたらどこに選ばれますか。 

【栗山委員】  ウォルト・ディズニーのあるところとか。 

【阿部委員】  ああ、その話をちょっと後でしようと思ったんですけど。 

【栗山委員】  すみません。 

【田村委員】  シアトル。 

【阿部委員】  ああ、シアトル。ここなんです、５番。テキサスですね。なぜかといいますと、陪審員

裁判になったときに陪審員が判断しますね。これは私の発言じゃありませんので、これはアメリカの弁護

士の発言ですけれども、「テキサスというのは全米で最も知的レベルが低い人たちが集まっているんだ。

だから、侵害しているかどうかの判断を求められたときに、すぐ侵害しているという判断をする」と。こ

れ、ほんとうにそれで、今、トレンドで、テキサスを選ぶというのがほんとうにトレンドになっているん

ですね。ここに集中しているというのがあります。 
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 それから、今、特許のお話をしましたが、著作権の高等裁判所――特許は先ほど申し上げましたように

１から１１が捨てられて、ここのワシントンＤ.Ｃ.のＣＡＦＣというのだけになりました。著作権とか商

標とかいうのはずっと１から１１に残っているんですね。でも、差があります。著作権にとって重要な管

轄地というのは１から１１のどこでしょうか。 

【丸山委員長】  ２番。 

【阿部委員】  ２番、なぜですか。 

【丸山委員長】  ニューヨークを抱えている。 

【阿部委員】  はい、ニューヨーク、出版の町だからですね。文化の町。だからいろんな著作権の判例

が出てきます。もう１つは、先ほど栗山委員がおっしゃったウォルト・ディズニーがある、ハリウッドが

ある９番ですね。カリフォルニア。ここは映画の町。商標もいっぱいブランド物がありますから、商標の

判例もいっぱい出ます。だから、２番とか９番の管轄の判例というのが、著作権の判例がいっぱい出ると

ころで重要な判決が出ます。それに対して、また引き合いに出して悪いんですけれども、テキサスみたい

な５番の判例というのはそんなに重要でないと。そういうふうな優劣の差があるんですね。そういうこと

があります。 

 それから、このようにＣＡＦＣというのができた。１９８２年に判断統一性のためにＣＡＦＣをつくっ

て、最高裁の上告というのは、最近ここ一、二年はアメリカの最高裁で特許事件とか知財事件が起きる率

が非常に数が高まっているんですが、それまでは年に、一、二件しか受けなかった。それはどういうこと

かというと、もうＣＡＦＣという高等裁判所が、事実上、特許については最高裁として機能しているとい

うことになります。それぐらい判断の統一性がなされていた。ただ、現在、いろんな問題があるんですが、

これはちょっと省略します。これがＣＡＦＣのホームページですね。いろんな裁判官がいまして、この裁

判官のバックグラウンドによって判断が分かれています。製薬会社の社長だった人とか、それから純粋な

サイエンティストだった人、それから、例えばレイダー判事みたいに、ハッチ上院議員のもとで働いてい

た立法作業に携わっていた人、いろんな人がいます。その人たちのバックグラウンドによって判断が全然

変わってきます。 

 それから、日米のハイテク摩擦と書きましたが、１９８２年にＩＢＭのいわゆる産業スパイ事件が起き

ましたね。２００１年には遺伝子スパイ事件が起きた。これはやっぱり、その当時のコンピュータ、最近

のバイオ、こういったものに対してアメリカが日本の台頭に危機感を募らせてこういうことをやった。そ

のほかに、９０年代にアメリカ企業が日本企業をアメリカで提訴する事件が非常に増えました。それが、

例えばミノルタがハネウェルにやられた１６６億円もの事件とか、それからセガがコイルという人にやら

れた５７億円事件とか、いろいろあります。最近では、今年ですけれども、東芝が３００億円というのが

ありました。カリフォルニアですね。これは１９９０年代なんですが、今、若干、この嵐は当時と比べる

と減っています。台湾企業が結構今やられているんですね。台湾企業がアメリカ企業にアメリカでやられ

ているので、アメリカの弁護士が台湾にどんどん飛んでいってプロモーションして、アメリカの裁判とい

うのはこういうものなんですよということを教えて、クライアントを獲得しようということをやっていま
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す。そういう動きがあります。 

 そういった状況から、日本も知財高裁というのをつくりまして、知的財産については判断の統一性・迅

速化を図るために知財高裁で判断しましょうということがなされました。 

 それから、ここはちょっと飛ばしますが、裁判の迅速性。遅かったんですね、日本の裁判というのは。

刑事事件ですら遅かった。小泉首相が川柳で「思い出の 事件を裁く 最高裁」と詠みましたけれども、

とにかく遅かった。で、２年以内に判決を出しなさいという裁判迅速化法というのをつくった。それまで

は、例えばこれ、知財事件の審理期間ですけれども、３０カ月、２年以上ですね。それが平成１５年にな

ると１年ちょっと。アメリカのあるセミナーに出たときに、日本のスピーカーがしゃべって日本の裁判が

どれだけ早くなったかということを言いましたら、外国の弁護士が驚嘆して「昔は遅かったよね、信じら

れないね」と、そういう感想を漏らしていましたけれども、そのように早くなった。高等裁判所レベルで

すと１７カ月から９.９カ月というふうに早くなっています。 

 これが日本の状況ですけれども、実はアメリカは早くないんですね。アメリカも早いところと遅いとこ

ろがあるんです。これはアメリカで一番早いところなんですが、ロケットのように早いからロケット・ド

ケットと呼ばれています。ここ、何書いてあるか読めますか。「justice delayed justice denied」って

あるんですね。そういう意味です。で、この正面玄関、これがここに当たりますが、これ、何かおわかり

ですか。これは。 

【田村委員】  ウサギ。 

【阿部委員】  これは何をあらわしているでしょう。 

【田村委員】  ウサギとカメの競走。 

【阿部委員】  これは、私、ここの裁判所に行って職員に聞いたんですけど、「これは、我々はカメで

はなくてウサギであるというポリシーを体現するために裁判所の玄関に彫刻を飾っているんだ」というこ

とをはっきり言っていました。ここは特許事件で早いんですけれども、特許だけじゃなくて、ほかの普通

の民事事件、それから刑事事件も非常に早いということで有名な裁判所です。ちょっと余談ですけれども、

これは最高裁判所で私が買ってきたものなんですけれども、「Supreme Court of the United State、 

slow and steady」と、何か若干裁判所によってポリシーが違うというのは非常におもしろいですよね。 

 それから、特許制度というものに対して、大分前の委員会で田村委員の発言もありましたけど、特許と

いうのは一体独占することがいいのか、そういう議論がずっとあります。これは肯定派です。「リンカー

ンは、『特許制度は天才の熱情という炎に利益という油を注いだ』」、これ、アメリカの国務省にこういう

言葉が今でも張ってあるそうです。「特許制度はイノベーションやインセンティブを確保し、ひいては」

云々ということで、要するに、こういったものがないと、人間、切磋琢磨しようと考えないで技術が発展

しない、イノベーションが生まれないというのが、特許制度を肯定する側の議論です。これに対して、

『ＤＮＡを金に変えた男たち』と。要するにＤＮＡ特許ですよね。この本、非常におもしろいですけれど

も、こういう批判的な見方があります。これなんか、製薬会社の真実として、製薬会社、ＶＩＰ巨大製薬

会社の内情を書いているんですが、非常に批判的で、ちょっと見にくいですが、これ、目次なんですね。
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この第１０章に「パテント・ゲーム――独占権の引き延ばし」とあります。要するに、製薬会社というの

が特許というものを、自分たちの独占権をとにかく延長するために使っている、そういう弊害があるんだ

ということをこの本は訴えているわけです。 

 前のマレーシアのマハティール首相が、特に発展途上国からすると知財って一体何なのかと。それはも

う富める国にとっての手段でしょうという議論があるわけです。不公平感があると。発展途上国にとって

はないほうがいいんだと、そういう議論をされていますよね。 

 コモンズの悲劇とアンチコモンズの悲劇というのがあるんですが、コモンズの悲劇というのがもともと

ありまして、共有の牧草地で羊飼いが牧草地の許容量を超えても羊を増やし続け、最終的に牧草地が荒廃

してしまうと、こういう弊害がありますと。貴重な資源を共有とした場合に生ずる過大利用の問題に対す

る警告としてコモンズの悲劇ということを言われた。じゃあ、このコモンズの悲劇を防ぐにはどうすれば

いいかというと、それぞれの羊飼いに私有地を与えて羊を飼育させると。要するに私権の設定をする、独

占をさせるということでコモンズの悲劇を避けようということが生まれた。ところが、この私権の設定は、

コモンズの悲劇は防いだけれども、新たなアンチコモンズの悲劇というものを特にバイオの分野に生み出

した。どういうことかというと、川上の基礎研究部門、例えばさっきの本ですけれども、遺伝子をコード

するＤＮＡ配列なんかに特許を認めさせちゃうと、そういう特許の乱立が川下の最終製品である例えば薬

剤なんかの開発をより困難にすると。で、この人たちが訴えているのは、研究者というのは伝統的なサイ

エンス・コミュニティの規範に回帰して、研究成果をパブリックドメインに置くべきであるということを

訴えています。これはバイオの分野ですけれども、ソフトウエア開発の分野なんかでは、コピーや改変の

自由を認めるオープンソース方式というのがあるんですね。要するに、お金もうけにしない。それでもど

んどんどんどん開発が進む、そういうことがなされています。 

 先ほどのスタンフォード大学のレッシグ教授はいろんな本が日本で翻訳されていますが、そのうちの１

つで『コモンズ』、ネット上の所有権強化は技術革新を殺すと、こういう主張ですね。ちょっとこれ、細

かいことを言うと、ネット上の所有権というのはちょっと気になりますけど、それは置いておいて、そう

いう立場です。 

 以上で知的財産権については終わりまして、あと２つのスライドで終わりますが、冒頭申し上げました

知的財産権というのと所有権の違いですね、これ、パンフレットですけれども、遺伝子や血清はバイオバ

ンク内で保管されますと。それから、新たな血液などの試料は長期間保管させていただきますと。これが

ちょっと私が前回の委員会で申し上げたことで、これは、保管というのが法律上、単なる寄託なのか、所

有権が移転していると見るのか。私の考えでは、例えばこれはまず所有権がバイオバンクのほうに移転し

て、患者さんのほうには残っていないというふうに読んでいいとは思うんですけれども、仮に、３０万人

もいますから、万が一どなたかが裁判を起こした。裁判を起こしたとしても、裁判官１０人いれば９人は

所有権は完全にないという判決を下すと思います。でも、１人は下さない可能性がある。それから、そも

そも、このプロジェクトにとってはそういう裁判を起こされること自体が非常なマイナスだと。そうする

と、そもそもパンフレットで所有権はバイオバンクにあるんだということを明記したほうがいいというの
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が、前回、私が申し上げようとした提言です。ちょっと調べましたら、ＵＫバイオバンクでは、Who Own 

the Data Samples (フー・オウン・ザ・データ・サンプルス)ということで、UK Biobank is a Legal 

Owner of the Database under Sample Collection (ＵＫバイオバンク・イズ・ア・リーガル・オーナ

ー・オブ・ザ・データベース・アンダー・サンプル・コレクション)というふうに明確に書いているんで

すね。リーガル・オーナー。だから、それをここでも明記したほうがいいんじゃないかなというふうに思

って申し上げました。 

 以上です。ありがとうございました。 

【丸山委員長】  ありがとうございました。 

 では、加藤委員のほうで資料を用意していただいていますので、引き続いてお願いできますか。 

【加藤委員】  じゃあ、きょうは知財の関係のお話があったので、医薬特許の観点で「利益配分につい

て」ちょっと１点だけ情報提供したいと思っています。 

 今、阿部委員のほうから最後のところで説明があったような生体の材料の提供者への利益の還元という

ところがありました。「生体材料の提供者への利益還元」という点で見ますと、まさに患者さんの提供さ

れた細胞があって、それに基づく研究開発をしたときの医薬特許というのが知財なわけですけれども、普

通は知財というのは独占権ですから、利益は全部知的財産を持っているところに行くわけですけれども、

この場合は利益の還元というのが少し問題になっていて、細胞を提供した患者の所有権はどうするかとい

う議論があるわけですが、今お話がありましたので省略をして、おそらく決まりはないわけでして、アメ

リカの判例のムーア事件などはあるわけですけれども、インフォームド・コンセントというところは必要

かもしれませんけれども、そこはこれからの議論になる。 

 ただ、細胞なら何でも特許になるかというと、そうじゃないということがあって、参考として、ヒトの

細胞の特許性について、患者さんの細胞といっても、細胞をつくるところで最初のヒトの胚というレベル

から、胚を破壊して人のＥＳ細胞、そこから細胞はいろいろ分化をして、ヒトの心筋細胞とかいろんな特

別の各臓器の細胞とか組織になるわけですけれども、そういう細胞をつくる段階に応じて特許に全部なる

わけじゃないというのがあるわけです。 

 日本の例はちょっとナーバスなので書いてないんですけれども、ヨーロッパとかアメリカでも全部が全

部ヒトの細胞が特許になるわけじゃないということで、当然、一番上のヒトの胚というのは全能性といっ

て、ほうっておくと人間になるわけです。ヒトは当然、特許を付与しちゃうとまずいということがあって、

英国と米国とヨーロッパではヒトの胚は特許にはならないわけですね。ただ、ヒトの胚を破壊してヒトに

ならないような細胞、ヒトのＥＳ細胞といいますか、そういうものは実はヨーロッパと英・米で少し議論

が食い違っていて、ヨーロッパはやっぱりそこは非常に慎重で、どのレベルでもＥＳ細胞を経由していく

ものは三角になっているんですけれども、英・米については、ヒトにならなければ、細胞のレベルでまと

まるものであれば特許にするという形で運用しているので、この辺から、同じ細胞でも、日本も含めて、

外国の例を見てもそうですけれども、全部が全部細胞なら特許になって知的財産の還元を考えなきゃいけ

ないかというと、そうではなくて、細胞にもいろいろレベルがあります。そこは何か難しいところだとい
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うのが１つ目です。 

 もう１つは、「遺伝資源の提供者への利益還元」。これは具体的には、例としては薬草って書いてありま

すけど、さっき質問があったアマゾンの花でもそうですね。アマゾンの奥地の花を調べたら、その薬の成

分がわかって、それをもとに薬をつくったときに、じゃあ、アマゾンの人たちがその花をずっと所有して

いたわけなので、彼らにも何か利益の配分をしなきゃいけないという、そういう議論があります。したが

って、ヒトの細胞への利益還元とわりと近いわけですね。したがって、知的財産としては、原住民から提

供された遺伝資源ですね、アマゾンの花ならそうですけれども、そういうものに基づく研究開発で得られ

た医薬特許で、それを原住民に利益の還元をするべきかどうかという議論が、実はこれ、最近の知財の分

野では懸案事項になっていまして、国際会議もこの議論でほとんどとまっていまして、南北問題になって

いる実は非常に大きな問題なんです。でも、国際法制で生物多様性条約がもうちゃんと発効していて、そ

の中で、各国は自国の遺伝資源に対する主権的権利を有する。遺伝資源の研究等から生ずる利益を遺伝資

源の提供国に配分とうたわれていますので、これも実はヒトの細胞の所有者に対する利益の還元とわりと

同じような形で最近議論されているので、ご参考までに紹介した程度です。 

 それから、そういった結果、得られた医薬ですね、医薬品の発明の審査基準について、最近、改正があ

ったので、医薬とか医療ですね、そういう分野の発明というのはどういうところで許されているかと。ち

ょうどさっきも阿部先生のほうからもお話があったように、医療行為ですね、お医者さんがやる行為には

特許権というのは及ばない、特許付与ができないわけですけれども、ちょうど１年前に薬の審査の基準が

変わって、薬が１個、２個、または剤型変更といって、薬と単体とまぜたやつという、これは昔から特許

しているんですけれども、薬は薬ですけれども、お医者さんが行う治療行為、医療行為が特許請求の範囲

というところに書かれた状態でも一応許すという形になっているという例があって、胃がんの治療のため

に化合物Ａを有効成分として含有する胃がん治療用医薬を１００㎎で３時間置きに投与するという、こう

いう医者の行為を特許請求の範囲に書かせる形でも末尾が医薬であれば特許するということが基準で少し

明確になっていますので、ご参考までにちょっと示しただけです。昔から医療行為についても特許の対象

にするかどうかという議論はずっとあったんですけれども、去年の４月に少しだけ、医療行為も薬という

観点であれば特許が付与されるというふうに少し変わっているという状況です。 

 最後は単にご参考までですけれども、利益配分については当然、これはバイオに限らないんですが、産

学連携の利益配分というのも議論になっていまして、これも一例ですけど、経済産業省でよく出している

例ですけれども、大学と企業で知的財産の利益をどう配分するかという事例を示しますと、ＴＬＯが真ん

中にあって、左右に大学、企業があるわけですけれども、ＴＬＯのところで、まず経費を除いて３０％ぐ

らい利益を取る。残りは大学に還元されるわけですけれども、大学の中で、１番目の大学が３０％で、研

究室が３０％、研究者４０％という、これはあくまで一例ですけれども、こんなイメージで、わりとよく

産学連携で利益の還元が行われています。ちょっとご参考までに利益の配分という観点で補足したかった

ものですから、以上、ヒトの細胞の利益の還元と、薬草の利益の還元と、産学連携での利益配分というの

はどうやって行われているかという、そのワンポイントをご参考までに情報提供させていただきました。 
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【丸山委員長】  ありがとうございました。 

 多少質疑の時間をとりたいと思うんですが、すいません、議長の権限を乱用して、このヒト細胞の特許

性なんですが、ＥＳ細胞の樹立方法について、アメリカは特許を認め、イギリスとヨーロッパは認めない

と書いている、この意味なんですが、これはウィスコンシン大学が持っているとされる特許で保護された

方法についても、ヨーロッパであればそれを使って自由にＥＳ細胞を樹立して構わないということになる

んですか。 

【加藤委員】  逆にそうです。ヨーロッパでは特許権がないので、特許権で樹立を禁止することはでき

ないんですよね。だから、逆の倫理とかそちらの倫理的な部分で何か規制があれば、そっちでヨーロッパ

ではヒトＥＳ細胞の樹立は禁止とか、そういうふうにできる……。 

【丸山委員長】  それは特許の問題じゃないですね。 

【加藤委員】  そうですね、特許じゃない問題ですね。また別の観点ですね。 

【丸山委員長】  じゃあ、特許というのは国単位で、アメリカで遺伝子について特許権を認めても、日

本ではそれを無視して自由に解析なり分離なりクローン化をして構わないと。 

【加藤委員】  そうです。特許権との関係でいえばそうですね。特許権の侵害には当然ならないんです

けれども、ただ、違う観点ですね。倫理面ですとか倫理的な規制があれば、そちらで禁止していくとかい

う形をとるしかないですね。 

【丸山委員長】  というので、ちょっと乱用しましたが、皆さん、質問。 

【田村委員】  直接プロジェクトに関係しそうなことで３つ教えていただきたいんですけど、１つは、

３番の利益配分にかかわってくると思うんですけど、国の研究費を使って大学がというか、元国立大学、

今は国立大学法人なり、あるいは私立大学なりが、何か研究成果を上げて、それで特許を取った場合の利

益はどういうふうになるんですか。 

【加藤委員】  そうですね、国のお金で発明した以上は、昔は国がお金を出している以上は国に特許権

が戻ってきて、国有特許になっていたわけですけれども、最近、そこが少し制度が変わりまして、もう国

が持っていても特許権なんか全然活用できないのでしようがないので、国がファンドした研究資金ででき

た発明は、国じゃなくて大学のほうに帰属させるという形に今なっていて、大学のほうで産学連携なり活

用してもらうというふうにしています。そのほうが当然産学連携も進むということもあるんですけどね。

ただ、全部がそうしなきゃいけないわけじゃないんですけれども、組織によって違うんですけど、原則、

なるべく大学のほうに帰属させましょうということになっています。 

【田村委員】  次は、あと２つあるんですけど、１つは、医療は特許にならないというお話で、このプ

ロジェクトで何か特許性があるものがあるとすれば、例えば出てくるとしたら遺伝子検査とかが私は頭に

浮かぶんですが、それで医療の場でこういう検査をすると何か診断ができるとか、薬の使い分けができる

とか、そういう方法というのは特許として成立する可能性はあるんですか。 

【加藤委員】  ここで言っている基準は去年の基準で一番新しい基準ですけれども、も１個前の基準で、

さっき阿部先生のほうから話があったように、ヒトの組織から何かとってきて、ヒトの細胞を外に単離し
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てから処置してやるような診断であれば、特許を付与していいということになっていますので、直接人に

対して何かしてしまうと、その診断方法は特許は付与できないんですけれども、うまくサンプルか何かと

ってきて、それで検査すると、それであればいいんですけどね。 

【田村委員】  いいんですか、体外で行う検査なら。 

【加藤委員】  そうですね、体外であれば。 

【田村委員】  採血して、それを調べたりする検査は特許性が得られる可能性はあると。 

【加藤委員】  そうですね。 

【田村委員】  あと最後です。ずっと阿部委員も加藤委員も丸山委員長もムーア事件を例にされている

んですけれども、ムーア事件は、白血病細胞って物そのもの、所有権の話なので、無体物で、プロジェク

トで得られるのは遺伝子情報みたいなものなので、それにムーア事件を例に挙げて解説って何かちょっと

合わない感じがするんです。当初は確かに患者さんから血清なりＤＮＡなりをいただいてはいますから、

それの保管の件はさっき阿部委員がおっしゃったようなことがあるかもしれないけど、それとは別に、そ

こから得られた情報でもって今後何かの検査ができるとか何かの病気がわかったとか、そういうことは、

それはムーア事件の判例とは何か違う話のような気が私はするんですけど。 

【阿部委員】  ムーア事件では特許の問題になっているんですね。今おっしゃった所有権の問題と特許、

両方問題になっています。つまり、ドクターが特許を後で取った。それで莫大な富を得ることができる可

能性がある。 

【田村委員】  それは何の特許ですか。 

【阿部委員】  何の特許でしたかね。 

【田村委員】  あくまでも細胞を……。 

【丸山委員長】  株の樹立じゃないですか。 

【田村委員】  その細胞を使って何かをするとかいうのだと、やっぱりそれは物であって、ＤＮＡ情報

とかの患者さんからとったＤＮＡを使っているわけじゃなくて、そこで調べた知識を使って特許を取って

いるのは、やっぱりムーアさんが細胞って物をあげているということとは全然違う。 

【阿部委員】  ただ、その知的財産権というか、特許が生まれたのは、ムーアさんがその細胞をあげた

からですよね。そこで特許が生まれた。そこにムーアさんの権利ということを及ばせなくていいのかとい

うのが一応問題になる。だから、ずっとプロジェクトでは知的財産権は患者じゃなくてプロジェクトのほ

うにありますよということを言っているわけですね。 

【田村委員】  いやいや、これは、ムーアさんは細胞株なんですよ。細胞株というのは、ムーアさんか

らとってきた細胞をムーアさんの体から離れているにもかかわらず永遠にそこで増やせるようにして、そ

れを材料として使っているので、それで何かすることに対して特許を取っているとしても、それはムーア

さんの体の延長だというような考え方が成立するかどうかの争いだったように私は思うんですけど。例え

ば私の血液でＤＮＡをとって、でも、そのＤＮＡはそこで死んじゃってごみ箱に捨てちゃって、そこで知

ったことを別の人がだれか何か特許を取っていることに対して、私は少なくともだれが見ても所有権は主
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張できないわけだし、その判断となった、あくまでも細胞株という私からもともとつながっているものが、

私のＤＮＡが入っている細胞がそこで増えているもので何か特許が行われていることとは、私としては何

かちょっと違う感じがしますけど。 

【丸山委員長】  いろいろ出していただいたんですが、私、ちょっと時間の配分を間違えていまして、

あと４５分ぐらいしか残ってなくて、メディカルコーディネーター用のホームページを見るというのが、

ちょっとこれが我々にとってはこれまでコストが結構かかっているもので、これをきょう出していただき

たいということで、阿部委員と加藤委員については非常に準備をして報告いただいてありがとうございま

したなんですが、質疑はちょっと次回に残すというか、これを済ませておきたいと思いますので、ＭＣ講

習会についてということと、プロジェクト内部用ホームページということについて、議題の５に進んでい

きたいと思います。 

【事務局】  「ＭＣ講習会へのＥＬＳＩ委員の参加について」であります。 

 １つ目のＭＣ講習会の意義でございますが、インフォームド・コンセントを行うＭＣさんが、遺伝子解

析研究等に関するプロジェクトの内容を対象の患者さんに対しまして的確に伝えることができるようにと

いうことが１つ。加えて、全国的に標準化されたＩＣが行われるようにという意味で開催をしているもの

でございます。本プロジェクトにおいては、ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針に基づきまし

て、このＭＣ講習会をＭＣとなる者の必須事項としております。これが開催の意義でございます。 

 これにＥＬＳＩ委員の先生方が行く意義につきましては、適正なインフォームド・コンセント取得のあ

り方を検討する際、実際にＭＣ講習会に参加して講習を受けることによって、講習内容について確認し、

さらに、その講習内容が実際のＩＣ取得時の説明に生かされていることを確認するという意味で行ってい

ただいております。 

 そこで、具体的にＥＬＳＩ委員の先生方が参加いただいて、どのあたりにポイントを置いて見ていただ

くかという点で見ますと、ＭＣ講習会の成果という視点で言いますと、基礎的な事項の説明でありますと

か、対象の患者さんにとっての理解しやすさ、それから患者さんの自由意思を尊重するような応接の状況、

こういったものを見ていただくと。主として実際には病院への訪問調査のときのロールプレイのときにご

確認をいただくということになろうかと思いますが、視点としてはまずこれが挙げられるだろうと。それ

から２番目といたしまして、講習の内容をインフォームド・コンセント用の説明文書はどうであるか、講

師の説明用の資料はどうであるか、その他基礎的な事項及びインフォームド・コンセントに関するノウハ

ウ、これらについてＥＬＳＩの観点から見てどうかという点でございます。それから、３つ目は方法であ

りますね。講義、指導の方法――ロールプレイも含めてでございます。協力者への伝え方、いわゆる説明、

それから理解の確認の方法――これは質問の機会というふうな意味でとらえております。それから、事前

にビデオを見るというふうなこと。これらを含めてＥＬＳＩ的観点からどうであるかというふうなところ

をごらんいただければと考えております。 

【丸山委員長】  次回７月２２日に予定されておりますし、その後、大西先生との懇談の時間も設ける

ことが可能ということでありますので、予定があいていらっしゃったら、特に新たに委員となられた方、
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ご参加いただければというふうに思います。 

 続きまして、プロジェクト内部用のホームページについて、プロジェクト事務局のほうからご説明いた

だきたいと思います。 

【プロジェクト事務局】  （プロジェクト内部用ホームページについて紹介） 

【森崎委員】  ほかの委員がどう思われているかわからないんですけれども、訪問調査とＭＣ講習会に

参加をして、ＭＣさんが最初の講習会で足らない部分をどうやって補っておられるのかというのを知りた

かった。 

 それから、実際に現場で幾つか困っておられるようなことがあるような点もあったので、それをどう解

決しているのかということについても、倫理的な面を含めて検討する材料としてこういった資料を見せて

いただけないかというようにお願いをしていたと私は理解をしております。そうすると、セキュリティの

問題で示せないのはわかるんですけれども、類型化したＦＡＱがどんなものであるのか、それがどのよう

にＭＣさんに還元されているのかということを示していただかないと、今言われたのは説明書の分厚い本

ではあるけれども、何か実態がよくわからない。ＭＣさんがどう理解されているのかということはちょっ

と伝わりにくいんですけれども、その辺はもう少し見せていただくことはできるんでしょうか、できない

んでしょうか。 

【池田企画官】  私も、ＦＡＱが相当類型化されてプリントアウトしてお見せすることができる種類の

ものかなというふうに初め思ったんですが、どうもそこまで類型化されていないようでして、かなり生の

声になっているということでございまして、そのままの状態でお見せするのは、ちょっとＭＣさんとの関

係で無理だろうということのようです。ですから、何か大分前の推進委員会でさらに類型化したものをお

出ししたことがあるようで――すいません、私、その資料を見てないんですが、そこまで作業した上でお

見せすることは可能というふうに伺っているんですが、作業量はどれぐらいあるかよくわからないので、

いつという話になるとちょっとつらいのかなと思っているんですが。 

【プロジェクト事務局】  そうですね。そういったお話もおそらく受けると思っておりまして、それで

準備のほうは始めてはいるのですが、やはりお時間を少しいただくことになりますので、次回もしくは

次々回のこちらの委員会でしかご提出できないかなというような見込みではありますが。 

【栗山委員】  すいません、その前に、私、基本的に自分の立場がわかっていないのかもしれないんで

すけど、ちょっといいでしょうか、質問して。 

【丸山委員長】  はい、どうぞ。 

【栗山委員】  私たちが部外者であるから見せられないというところの部外者の立場というのはどうい

うものかというのが１つと、あとは、ＭＣさんであるならば全部全員見られるということなんですけれど

も、例えば、今度、訪問調査に行くところも、２本線引いてあったところは看護師さんがやめられ、要す

るにＭＣさんですよね、担当のＭＣさんがやめられたので、私たちが行っても対応ができないということ

ですけど、そのＭＣさんはやめられた後、どういう縛りがかかって、そのセキュリティの第２段階だかを

見られて、私たちはもし守秘義務を負うべきだったらそれは負っても構わないと思っているんですけれど
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も、それでも見られないというところの、私のこの中におけるポジションとかというのはどういうものな

のかというのをちょっと確認させていただいてよろしいでしょうか。 

【プロジェクト事務局】  まず、私の理解になってしまうのですが、この委員会に関しては、ワーキン

グから委員会に移るときに「外部の独立した」委員会ということでお話がありましたので、あくまでもプ

ロジェクトの外部ということで、セキュリティレベルに関して２以上のものはお渡しができない。３に関

しては医療機関から一切出せませんので、０のものはお渡しできて、１のものはほとんどそのままでお渡

しできると。２のものは基本的にはお渡しできなくて、３のものは病院だけというような整理を今のとこ

ろはしております。 

 あと、医療機関をやめられた方に関してのセキュリティのお話がございましたが、これに関しては、も

ともと職務のほうで法的な守秘義務がかかっているということで見ております。それに関しましては、職

落ちした後もという形でついておりますので、例えば看護師さんであったり薬剤師さんであったりは、看

護師さんはどの法律だったか、すいません、ぱっと出てこないんですが、薬剤師さんであれば薬剤師法で

したでしょうか、のほうで縛られているというような形になっております。 

【栗山委員】  それは、看護師さんとか薬剤師さんは直接知り得た患者さんの情報は多分縛られている

と思うんですけれども、こういうものに対してもということですか。 

【プロジェクト事務局】  病院に勤めていて職務上の知り得た情報に関してはということで、すべてに

関してついているというような認識で私どもおりますが、でも、あくまでも実施しているのもその機関が

実施しておりますので、機関とその方の契約上発生しているものだということで認識しております。 

【栗山委員】  じゃあ、私たちは独立した委員会であるから見られるものに制限がかかっているという

こと？ 

【プロジェクト事務局】  という認識でおります。 

【丸山委員長】  推進委員会との関係での、独立と守秘との関係での独立をごっちゃにされていて、都

合のいいように使われているという印象を私は禁じ得ないんですが、あるときは「プロジェクトに批判的

なことは内部では言っていただいても構わないが、外部には出すな」と言われ、こういうところでは「外

部だから内部資料は出せない」と言われ、そのあたりをきっちりと記録に残して、この委員会が終わると

ころで明らかにしたいというふうに思いますので、そのあたりの整理をよくやっていただいたらと思いま

す。 

【プロジェクト事務局】  はい。 

【池田企画官】  セキュリティなり外部なりというのも、確かに建前上、外部だからという話はもちろ

んあるんですが、プロジェクト側が一番気にしているのは、ＭＣさんたちがとにかく自由に、何かあった

らすぐにちゃんとここに聞いてきてくれると。困ったときに何でも聞いてきてくれるという形だけは絶対

に守りたいというのがあります。もちろんそこは、ＥＬＳＩ委員会が外部だからとか、そういう話に当然

なるんですが、少なくともそういう倫理的なもので見ている人たちが生の声を見るということになると、

そこを萎縮させる可能性がないかもしれません、あるかもしれません。これだけのたくさんの人がかかわ



 -34-

ってきますので、そこはほんとうに質問できる、自由な、何かあったら何のそういう配慮もなしにすぐこ

こに聞いてきてくれるような形だけは確保したいという思いが非常に強いという、そこは理解をできるこ

とではないかと思っておりますが。 

【丸山委員長】  それは、リスクマネジメントにおいて責任が問題になることであっても、速やかに通

報されたことについては責任を追及しないというようなルールが適用される場合もあるので、また別の整

理が可能かということが考えられますし、あるいは、質問を出されたメディカルコーディネーター個々の

方の承諾を得れば、じゃあいいのかというようなところの問題にもなるので、そのあたりを整理して、最

終的にどこまで出されたかということについて、途中の経緯も記録して、最終的にはどこまで出したか、

出されなかったかということを最終報告書に述べ、我々の見解を書くというようなことが考えられるかと

思うんですが。 

【田村委員】  もう一回、ごめんなさい、確認なんですけど、レベル１はよくて、レベル２はだめなん

でしたっけ。 

【プロジェクト事務局】  そうですね、はい。 

【田村委員】  じゃあ、そのレベル１と２はどこが違うのか、今、見ていたんですけど、よくわからな

いんです。レベル１は機密性が低い情報で、レベル２は機密性が高いって、その境目は何なのかというの

は、結局は主観的な判断になってしまうのでわからないですけど、一般的にほかの方が同意されるかわか

らないですけど、ＦＡＱというのは、例えば掲示板にだれかが書き込んだそのままが出るのではなくて、

よくある質問を、こういう質問がよくありますよというふうな情報ソースとして出すものが通常はフリー

ク・エントリー・アスクド・クエスチョンなわけですよね。だから、もしかするとちょっと手違いで生の

病院名が入ってしまったり、ちょっと表立って言ってはいけないようなものが入ってしまっているのかも

しれないですけど、一般的にはＦＡＱになった時点でそういうことは既に何らかの形で修飾されるなり、

個人個人にいろいろなことを聞いてほしいというのはそのとおりだと思うんですが、それに対して事務局

がお答えになることがそのままＦＡＱに書いてあるわけではないと私は想像していたので、せめてみんな

が見るＦＡＱはなぜ見られないのかな、なぜそれがレベル２というふうに判断されるのかというのも、ち

ょっと納得がいかない感じはします。 

【池田企画官】  私も、おっしゃるとおりで、初めそう思ったんですよ。だけど、ぱらぱらとしか私も

見てないんですが、大分未整理、かなり生の声。通常言っているＦＡＱよりはずっと生の声だと思ってい

ただきたいと思います。ですから、それをちゃんと整理して通常言うＦＡＱにすれば、そこはお見せでき

るということのようです。 

【栗山委員】  すいません、あともう１つなんですけど、私ども、行ってＭＣさんの声を聞いてきてい

るわけですね。そのときに「何かお困りのことはないですか」っていうことで、かなり積極的に困ってい

ることとか事務局に伝えてほしいこととかというのを聞いてきているつもりですし、それも報告書に上げ

ているつもりなんですね。ですから、確かに私たちは査察みたいな状況で行っているのかもしれないんで

すけれども、できることなら、私はそういうとらえ方をしていただかないで、一緒にこのプロジェクトを
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推進するために、うまく推進するために、ＥＬＳＩ方面のことでもうちょっとここだけ気をつければもっ

とうまくいくのにというものを、善意というか、好意的にというか、よりよくするために提言しているつ

もりなので、そこら辺の関係をもうちょっと何か、外部だからとかということのない見方で見ていただけ

るとうれしいなと思うんですけど。すいません、意見になってしまうかもしれないんですけど。 

【丸山委員長】  いやいや、共感する委員は多いと思いますので。 

【森崎委員】  このホームページを通じてのやりとりで確認をさせてください。ご意見・ご質問に対し

ては個々には返事はしていないんですよね。しているんですか。 

【プロジェクト事務局】  場合によってです。基本的には個々に返事はしています。 

【森崎委員】  しているんですか。 

【プロジェクト事務局】  はい。 

【森崎委員】  している上にＦＡＱに結構載せていて、それが未整理だという状況であると理解してよ

ろしいんですか。 

【プロジェクト事務局】  そうですね、はい。しているんですが、ただ、それはその事象に合わせて回

答をしていますので、それをＦＡＱに、ほかの機関も見られるような形で、先ほどおっしゃられたほんと

の一般化まで砕いての整理ができていないと。 

【森崎委員】  ちょっとよくわからないのは、ほかの施設でほかの機関にもわかるような形でかみ砕い

てＦＡＱに載せるものを、どうして私たちが見るのがまずいのかというのが理解できないです。 

【池田企画官】  そこはほんとに見てない状況でそういうおっしゃるのはわかります。でも、そこは逆

に、お見せできる形にやりますと。ちょっと時間かかるけれどもということなので。 

【森崎委員】  その言葉は信じますけれども、逆に言うと、そういったものをＦＡＱとして載せるのは

おかしいのではないかという意見も当然あるだろうと。 

【池田企画官】  それはあると思います。そこは確かにもうちょっと、ＦＡＱというからには進化させ

ておくべきという議論はもちろんあると思いますので。ただ、今この段階でどうしていいのかよくわから

ないんですが、今できる最善のことというと、多分、未整理のものは現にあるので、それを整理した形で

見ていただくということかなと。 

【田村委員】  整理はしてなくてもいい。その点は私たちにほんとに見せたらまずいとところにマジッ

ク引いていただくぐらいで、別に類型整理まで――早く見たいので、あんまりちゃんとしてなくていいで

すから。ほんとにまずいと思うところだけ消されるぐらいで私たちとしては十分なんですけどね。カテゴ

リー化までは望んでないですけど。 

【池田企画官】  そこはなるべく早くということでお許しいただきたいと思うんですが。 

【プロジェクト事務局】  はい。ちょっと事務局のほうで作業させてもらいます。 

【丸山委員長】  今後、一層の広範囲の閲覧をお認めいただきたいということをお願いして、ちょっと

時間が……。（以下、ホームページ内容の詳細にわたる部分の討議は、プロジェクトの遂行上、支障をき

たすおそれがある内容であることから、非公開） 
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【丸山委員長】  では、次の議題に進みたいと思いますが、講習会につきましては先ほど言いましたよ

うに７月２２日にありますので、可能な方はご参加いただきたいと思います。 

 引き続き、推進委員会の資料を修正するとおっしゃっていたのが現実に修正されましたので、これも引

き続いて、恐縮ですが、プロジェクト事務局のほう、説明いただけますでしょうか。 

【プロジェクト事務局】  （推進委員会資料修正版及び試料配布に関する説明） 

【丸山委員長】  わかりました。ありがとうございます。 

 では、これについてもちょっと時間が限られていますのでこれぐらいにしまして、すべてを通してご質

問があれば出していただきたいと思いますが。 

【田村委員】  すいません、つまらない質問で。今後はずっと３時半ですか。 

【丸山委員長】  あ、今後の予定は大体そういうふうに感じておりますが……、今後の予定ですね。そ

れを事務局からご説明お願いいたします。 

【事務局】  一応、今段階で考えられるところを主な議題を連ねまして、きょうを含めまして来年３月

までのスケジューリングをしてございます。私のほうで１つご提案が先生方にありまして、例えば２３回、

８月２２日、それから２６回、１１月２８日でありますが、８月２２日の場合には「ＥＬＳＩ委員会活動

結果の中間整理」というのを考えています。これから始まります病院訪問調査ですとかについて、エッセ

ンスだけをここで取りまとめておきたいと。そうしますと、この中間整理を見て３月のレポートをまとめ

ていくというふうにできるかなと思っておりますので、ご納得いただければ実行したいなと思っておりま

す。今年も盛りだくさんでございますので、よろしくお願いしたいと思っているところです。 

【丸山委員長】  ありがとうございました。ということなんですが、中間まとめを３カ月おきにすると

いうことはよろしいですね。やっていただいてというふうに思います。 

 それから、時間について、今、田村委員から質問があったんですが、２２回以降、１５時３０分と書い

ているんですが、ご異論がなければ今年度はそういうふうに扱っていきたいと思いますが、いかがでござ

いましょうか。よろしいですか。じゃあ、今年度につきまして、３月まで１５時半から１８時半という時

間で開かせていただきたいと思います。 

 それから、あと何か落としていますか。じゃあ、きょうは阿部委員と加藤委員につきましてかなり詳し

い説明をいただいたんですが、阿部委員のほう、プリントアウトを出していただけますか。そうしたら、

次回、３０分なり１時間なり、ちょっと質疑の時間を……。 

【阿部委員】  さっきのですか。 

【丸山委員長】  ええ、さっきの。何かないと質問がちょっとしづらいかなと。例えばきょうの遺伝子

解析に基づいて投薬するというのも、使用特許ですかね、何か名称はよく知らないんですが……。 

【加藤委員】  ええ、検査の特許ですね。医薬特許。 

【丸山委員長】  この平成１７年の審査基準の改定のときに含まれていて、そのあたりがこのプロジェ

クトで直接関連のあるところかなというふうに思いますので、こういうのがあって質問ができるというと

ころがありますので、可能ならば、きょう既に資料としてプリントアウト１枚添えていただいているんで
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すが、出していただければと思います。 

 では、何かきょうは中途半端に終わったのが多いんですが、いろんなことで新しい論点を出していただ

きましたので、今後、議論を進めていきたいと思います。とりあえずはきょうの２１回のＥＬＳＩ委員会

を終わりにさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。 

―― 了 ―― 


